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   第１章 総則 

 （業務方法書の目的） 

第１条 この業務方法書は，独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号。

以下「法」という。）第３条に規定する目的を達成するため，独立行政法人通則法

（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第28条第１項の規定に基づき，

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の業務の方法について基本

的事項を定め，もってその業務の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。 

 （業務実施の基本方針） 

第２条 機構は，法第３条に規定する目的を達成するため，学生等に対する支援に係る

国，大学等との役割分担のあり方を踏まえ，学生支援に関するナショナルセンターた

るに相応しい機能を担っていくことを，業務遂行の基本方針とする。 

 

   第２章 学資の貸与その他必要な援助に関する事項 

    第１節 貸与奨学金の貸与を受けるための資格，条件等 

 （学資の貸与を受ける者の資格） 

第３条 機構は法第13条第１項第１号の業務として，法，独立行政法人日本学生支援

機構法施行令（平成16年政令第２号。以下「令」という。)及び独立行政法人日本学

生支援機構に関する省令（平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。）

の定めるところにより，大学等(大学（大学院を除く。以下同じ），大学院，高等専

門学校及び専修学校の専門課程をいう。第８条第３項及び第２章の２を除き，以下

同じ。)に在学する優れた学生等（大学，大学院及び高等専門学校の学生並びに専修

学校の専門課程の生徒をいう。第30条の２の２及び第30条の３を除き，以下同じ。）

であって経済的理由により修学に困難がある者と認められたものに対して，学資の

貸与を行うものとする。 

 （学資の貸与） 

第４条 前条の規定により，機構が貸与する学資を貸与奨学金，貸与奨学金を受ける

者を貸与奨学生といい，貸与奨学生のうち，無利息の貸与奨学金(以下「第一種奨学
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金」という。)を受ける者を第一種奨学生，利息付きの貸与奨学金(以下「第二種奨

学金」という。)を受ける者を第二種奨学生という。 

２ 第一種奨学金は，優れた学生等であって経済的理由により修学に困難がある者の

うち，省令第21条（文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則（平成15年文部科

学省令第17号。以下「特区法施行規則」という。）第７条の２の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に定める基準及び方法に従い，特に優れた学生等であ

って経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与す

るものとする。 

３ 第二種奨学金は，前項の規定による認定を受けた者以外の者のうち，省令第22条

（特区法施行規則第７条の２の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に定

める基準及び方法に従い，優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があ

るものと認定された者に対して貸与するものとする。 

４ 省令第23条（特区法施行規則第７条の２の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）に定める基準及び方法に従い，第一種奨学金の貸与を受けることによって

もなおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては，第一種奨

学金に併せて第二種奨学金を貸与することができるものとする。 

５ 第一種奨学金（大学院で貸与を受けるものを除く。）のうち，採用時において経

済的理由により特に著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与する

貸与奨学金は，第24条に定める返還期限猶予について同条第５項に規定する特例を

適用できるものとする。 

６ 前項の認定は，当該貸与奨学金の貸与を受ける者の生計維持者（省令第23条の２

第４項に規定する者をいう。以下同じ。）の貸与額算定基準額が24,300円以下であ

る場合に行うこととする。 

７ 前項に規定する貸与額算定基準額とは，生計維持者について第１号に掲げる額か

ら第２号及び第３号に掲げる額を控除した額（その額が零を下回る場合には，零と

し，その額に100円未満の端数がある場合には，これを切り捨てた額とする。）（当

該生計維持者が地方税法（昭和25年法律第226号）第295条第１項各号に掲げる者又

は同法附則第３条の３第４項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課

することができない者である場合には，零とする。）を合算した額をいう。ただし，

業務方法書第14条に定める当該貸与奨学金の貸与を受ける者の貸与の始期の属する

年度（ただし，当該月が４月から９月までの月であるときは，その前年度とし，省

令第21条第１項第２号，第22条第１項第２号，第３号及び第23条第１項第２号に定

める申請の場合にあっては，当該申請を行う年度とする。以下この項において「奨

学金貸与年度」という。）について，その生計維持者の当該年度分の同法の規定に

よる市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。）

の同法第292条第１項第２号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所

を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として別に定める場

合については，別の定めるところにより算定した額とする。 

(1) 令第８条の２第４項第１号中「学資支給金支給年度」とあるのは「奨学金貸与
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年度」と，「支給対象者」とあるのは「貸与奨学金の貸与を受ける者」とそれぞ

れ読み替えた場合の額 

(2) 奨学金貸与年度分の地方税法第314条の６の規定により控除する額（地方自治法

（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する指定都市により当該年度分

の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得割を

課される者については，当該額に４分の３を乗じた額） 

(3) 貸与を受ける奨学金の種別に応じ，別表第１の２に定める額の合計額 

８ 第２項から第４項の規定にかかわらず，当該学生等が修学する国又は地域の情勢

を勘案し，学資の貸与が適当でないと理事長が認めるときは，学資を貸与しないも

のとする。 

    

第２節 貸与奨学金の額等 

 （令第１条第１項表備考第５号に規定する生計維持者との同居に準ずると認められ

るとき） 

第４条の２ 令第１条第１項表備考第５号に規定する生計を維持する者と同居すると

きに準ずると認められるときとは，居住に要する費用が発生していないとき，又は次

の各号のいずれにも該当しないときをいう。 

(1) 生計を維持する者の自宅から在学する学校までの通学距離が片道60キロメート

ル以上であるとき。 

(2)  前号に該当しない場合であって，生計を維持する者の自宅から在学する学校ま

で公共交通機関（これにより難い場合は社会通念に照らし相当であると認められ

る代替手段。以下次号及び第４号において同じ。）により通学するものとした場

合の通学に要する時間が片道120分以上であるとき。 

(3) 前２号に該当しない場合であって，生計を維持する者の自宅から在学する学校

まで公共交通機関により通学するものとした場合の通学に要する交通費の月額が

１万円以上であるとき。 

(4)  第１号に該当しない場合であって，生計を維持する者の自宅から在学する学校

まで公共交通機関により通学するものとした場合の通学に要する時間が片道90分

以上120分未満であって，通学に利用する公共交通機関の１時間当たりの運行回数

が１回以内であるとき。 

(5)  生計を維持する者の自宅から在学する学校に通学するものとした場合に，やむ

を得ない事情により修学に支障が生じると認められるとき。 

（第一種奨学金の通信教育に係る額） 

第５条 令第１条第３項の規定に基づき機構の定める額は，次の各号に掲げる者につ

いて，それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者 その者

が教員に面接して授業を受ける期間につき年当たり88,000円 

(2) 放送大学学園法（平成14年法律第156号）第３条に規定する放送大学学園が設置

する放送大学に在学する者で教員に面接して授業を受けるもの その者が教員に
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面接して授業を受ける期間につき年当たり88,000円 

２  令第１条の２第２項の規定に基づき機構の定める額は次の各号に定める者につ

いて当該各号に定める額とする。 

(1) 令第８条の２第３項第１号又は第２号の適用を受ける者 0円 

(2) 令第８条の２第３項第３号の適用を受ける者 27,600円 

（令第１条第２項の規定に基づき定める額） 

第５条の２ 令第１条第２項に規定する機構の定める額とは，別表第１に規定する省

令第23条第２項第２号の収入基準額とする。 

 （第二種奨学金に係る額及び利率） 

第６条 令第２条第２項の機構の定める額は，それぞれ次のとおりとする。 

(1) 私立の大学の医学又は歯学を履修する課程の項の機構の定める額 160,000円 

(2) 私立の大学の薬学又は獣医学を履修する課程の項の機構の定める額 140,000円 

(3) 法科大学院の法学を履修する課程の項の機構の定める額  190,000円又は

220,000円 

２ 令附則第２条第１項の規定により読み替えられた令第２条第２項及び第３項並び

に第３条第３項における機構の定める利率は，次の各号に掲げる場合について，そ

れぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 法第19条第１項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定

による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定め

るもののうち，貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率

（以下，「基本利率」という。）が年2.9パーセント以下の場合 当該利率に0.2

パーセントを上乗せした利率 

(2) 基本利率が年2.9パーセントを超え年3.1パーセント以下の場合 年3.1パーセン

トの利率  

(3) 基本利率が年3.1パーセントを超える場合 当該利率 

第７条 削除 

 

    第３節 貸与奨学生の選考等 

 （貸与奨学生の推薦の基準等） 

第８条 省令第21条第１項，第22条第１項及び第23条第１項の推薦は，第３項，第５

項，第７項及び第８項の定めのほか，別記第１から第12までに定める基準によるも

のとする。 

２ 省令第21条第１項第２号の機構の定める基準は，別記第13に定めるとおりとする。 

３ 高等学校等卒業者（省令第21条第１項第２号に規定する者をいう。以下同じ。）

又は大学等（大学，高等専門学校及び専修学校の専門課程をいう。以下この項にお

いて同じ。）を卒業若しくは修了した者に係る推薦は，次の表の左欄の区分に応じ

て右欄の対象期間に貸与奨学金の申込みをした者を対象として行うものとする。 

区分 対象期間 

高等学校等卒業者（高等専門学校の第３学年の課程を修了した者を除く。） 
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省令第21条第１項第２号，第22条

第１項第２号，第３号イ及び第23

条第１項第２号関係 

当該学校を卒業後２年以内。ただし，認

定試験合格者（高等学校卒業程度認定試験

規則(平成17年文部科学省令第１号。以下

「試験規則」という。)第８条第１項に規

定する認定試験合格者（同規則附則第２条

の規定による廃止前の大学入学資格検定規

程（昭和26年文部省令第13号。以下「旧規

程」という。）第８条第１項に規定する資

格検定合格者を含む。）をいう。以下同

じ。）若しくは認定試験科目合格者（試験

規則第８条第２項に規定する認定試験科目

合格者（旧規程第８条第２項に規定する資

格検定科目合格者を含む。）で機構の定め

る基準に該当するものをいう。別記第13を

除き，以下同じ。）又は認定試験出願者

（貸与奨学金申込書を提出する年度に認定

試験合格者となることを目的として試験規

則第７条に規定する受験手続を終えた者を

いう。第11条第１項第１号に該当する者で

あって貸与奨学金申込書を在学学校長に提

出する者を除く。）（以下「認定試験合格

者等」という。）については，認定試験合

格者等となった日の属する年度の末日から

２年以内 

大学等を卒業又は修了した者 

 

 

 

 

省令第22条第１項第３号ロ及び

ハ，第５号並びに第23条第１項第４

号関係 

当該学校を卒業又は修了後３年以内 

４ 省令第21条第１項第４号，第22条第１項第５号及び第23条第１項第４号の機構の

定める基準は，当該学生若しくは卒業した者の指導に当たる教員又はこれに準ずる

者からの推薦を受けた者とする。 

５ 省令第21条第１項第５号，同項第６号，第22条第１項第６号，同項第７号，第23

条第１項第５号及び同項第６号に係る推薦は，次の各号に掲げる区分に応じて当該

各号に定める者以外の者を対象として行うものとする。 

(1) 高等専門学校，大学（これに相当する外国の学校（以下「外国の大学」とい

う。）を含む。）又は専修学校の専門課程に在学する者 貸与奨学金の申込時点

において，学業成績の判定により成績不振のため卒業予定期の延期が確定してい

る者（当該卒業予定期の延期が確定した後の学業成績の判定により延期後の卒業

予定期に卒業できる見込みがある者を除く。） 

 (2) 大学院（これに相当する外国の学校（以下「外国の大学院」という。）を含

む。）に在学する者 貸与奨学金の申込時点において，学業成績の判定により成
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績不振のため修了予定期の延期が確定している者（当該修了予定期の延期が確定

した後の学業成績の判定により延期後の修了予定期に修了できる見込みがある者

を除く。） 

６ 省令第21条第１項第６号，第22条第１項第７号及び第23条第１項第６号の機構が

定める基準は，当該学生の指導に当たる教員又はこれに準ずる者からの推薦を受け

た者とする。 

７ 省令第21条第１項第４号及び第23条第１項第４号の学長又は校長の推薦並びに第

４項の指導に当たる教員又はこれに準ずる者の推薦（同令第22条第１項第５号に該

当する場合を除く。）並びに同令第21条第１項第６号及び第23条第１項第６号にお

ける前項の指導に当たる教員又はこれに準ずる者の推薦（同令第22条第１項第７号

に該当する場合を除く。）は，第34条第４号に規定する海外留学支援制度（大学院

学位取得型）（以下「大学院学位取得型」という。）における奨学金等の給付を受

ける者を対象として行うものとする。 

８ 省令第21条第１項第５号及び第23条第１項第５号に係る推薦（大学等に相当する

外国の学校又は研究機関等（以下「外国の学校等」という。）に留学する者の推薦

に限る。）は，第34条第２号に規定する海外留学支援制度（協定派遣）（以下「協

定派遣」という。）における奨学金等の給付を受ける者を対象として行うものとす

る。 

 （貸与奨学生の選考に係る資料及び基準） 

第９条 省令第21条第２項第１号，第22条第２項第１号及び第23条第２項第１号の機

構の定める資料は，当該各規定に基づき推薦を行う校長又は学長等による人物評価

の結果の資料等とする。 

２ 機構は，必要があると認めるときは，貸与奨学金の貸与を受けようとする者の過

去の貸与済み貸与奨学金及び支給済み給付奨学金に関する情報を，前項の機構が定

める資料のうちに加えることができる。 

３ 省令第21条第２項第２号及び第３号，第22条第２項第２号及び第３号並びに第23

条第２項第２号及び第３号の機構の定める収入基準額とは，別表第１から別表第２

までに定めるところによる。 

４ 省令第21条第２項第２号及び第３号，第22条第２項第２号及び第３号並びに第23

条第２項第２号及び第３号の収入に関する資料及び収入に関し機構の定める資料

（以下第11条において単に「収入に関する資料」という。）とは，個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を利用して機構

が取得する貸与奨学金の貸与を受けようとする者の生計を維持する者の情報（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主

務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第７号）第

53条各号に規定される情報に限る。第11条，第30条の７及び第30条の８において同

じ。）又は地方自治法第２条第２項及び第281条第２項の規定に基づき普通地方公共

団体又は特別区が発行する収入及び所得の種類別にその金額が記載された証明書
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（以下「所得証明書」という。）その他の機構が定める資料とする。 

５ 省令第21条第２項，第22条第２項及び第23条第２項（特区法施行規則第７条の２

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に定める選考の基準は，別記第14

に定める基準によるものとする。 

 （貸与奨学金の貸与に係る保証契約） 

第10条 貸与奨学生は，法人（機構が指定する一の法人（以下「保証機関」という。）

に限る。以下この項において同じ。）又は自然人２人（外国の大学で第二種奨学金

の貸与を受ける者又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受ける者にあっては,保証

機関及び自然人２人）を保証人に立てることを要するものとする。ただし，第18条

の２に規定する返還方式（以下「所得連動返還方式」という。）を選択した者にあ

っては，保証機関を保証人に立てることを要するものとする。 

２ 前項の保証機関又は自然人の保証人１人（外国の大学で第二種奨学金の貸与を受

ける者又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受ける者にあっては,保証機関及び自

然人の保証人１人）は，連帯保証人（貸与奨学生と連帯して債務を負担する者をい

う。以下同じ。）とする。 

３ 連帯保証人となる自然人は，貸与を受けようとする者が未成年者の場合にあって

は，その保護者（民法（明治29年法律第89号）第818条に規定する親権を行う者又は

第839条に規定する未成年後見人をいう。）とし，成年者の場合にあっては，原則と

して，父母，未成年者を除く兄弟姉妹又はこれに代わる者とする。 

４ 第１項の規定により保証人となる自然人のうち第２項に定める連帯保証人以外の

自然人は，独立の生計を営む者であって，原則として貸与奨学生の父母以外の４親

等以内の親族とする。 

（保証機関） 

第10条の２ 前条第１項に規定する保証機関の指定に当たり,機構は,貸与総額（貸与

を受けた貸与奨学金の総額をいう。以下同じ。）から経過年分の割賦金（（令第５

条に規定する割賦の方法により貸与奨学金を返還する場合における各返還期日ごと

の返還分をいう。以下同じ。）第二種奨学金については利息を除く。）の額を減じ

た経過年ごとの返還未済額（第二種奨学金については利息を除く。）に対し，年0.7

パーセント未満で，保証機関との契約において定める保証料年率を基準とし算出さ

れる保証料で保証を行う法人を指定するものとする。 

   

第４節 貸与奨学金の申込等 

 （貸与奨学生の申込み及び推薦） 

第11条 貸与奨学金の貸与を受けようとする者は，当該貸与奨学金に係る遵守事項，

機構が個人番号利用（対象者の個人番号を利用して当該対象者の情報を取得し，行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の

主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第57条各

号に規定される事務に利用すること（法第13条第１項第１号に規定する学資の貸与

及び支給に関する業務を実施するために必要な地方税関係情報の取得を含む。）を
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いう。以下同じ。）を行うこと及び令第１条の２の規定の適用を受ける場合におけ

る第一種奨学金貸与月額の変更等に同意する旨を表示した確認書兼個人信用情報の

取扱いに関する同意書，収入に関する資料その他の機構の理事長（以下単に「理事

長」という。）が定める書類を，次の各号の区分に応じ，学校の長又は理事長に提

出するとともに，インターネットを通じて，貸与奨学金の申込みに係る所定の事項

（以下「申込データ」という。）を収入に関する資料等に基づき機構に送信するも

のとする。ただし，機構が特に認める場合には，インターネットを通じて申込デー

タを機構に送信することに代えて，貸与奨学金申込書その他の機構の定める書類を，

次の各号の区分に応じ，学校の長又は理事長に提出するものとする。 

(1) 現に学校に在学している者(第４号から第７号までに掲げる者を除く。)  在

学する学校の長(以下「在学学校長」という。) 

(2) 現に学校に在学していない者(次号から第６号までに掲げる者を除く。) 卒業

した学校の長 

(3) 認定試験合格者等 理事長 

(4) 大学院に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者 入学しようとす

る大学院を置く学校の長 

(5) 外国の大学に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者のうち高等専

門学校（第４学年，第５学年及び専攻科を除く。）の学生又は高等専門学校の第

３学年の課程を修了した者（高等専門学校を卒業見込みの者又は卒業した者を除

く。） 理事長 

(6) 外国の大学院に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者のうち外国

の大学の学生又は外国の大学を卒業した者 理事長 

(7) 現に外国の大学又は外国の大学院に在学している者（前号に該当する者を除

く。） 理事長 

２ 前項第１号，第２号及び第４号の場合にあっては,機構は,申込データを当該各号

に掲げる学校の長に提供するものとする。 

３ 省令第21条から第23条までの規定に基づく学長又は校長の推薦（省令第22条第１

項第３号ロに掲げる者のうち，第１項第５号に該当する者の推薦を除く。）は,第１

項第１号,第２号及び第４号に掲げる者について第８条第１項に規定する基準に該当

するかどうかを審査の上,適格と認める者について,申込データ又は貸与奨学金申込

書に学習成績等所定の事項を記録又は記載し,機構に送信又は提出することにより行

うものとする。 

４ 省令第22条第１項第３号ロに掲げる者のうち,第１項第５号に該当する者の校長の

推薦については,別に定める推薦書を理事長に提出することにより行うものとする。 

５ 第１項第６号及び第７号に該当する者の第８条第４項の推薦については，別に定

める推薦書を理事長に提出することにより行うものとする。 

 （貸与奨学金申込みにおける個人番号関係書類の提出） 

第11条の２ 大学若しくは専修学校の専門課程に入学したとき貸与奨学金の貸与を受

けようとする者（高等学校等在学者（省令第21条第１項第２号に規定する者をい



 10 

う。），高等学校等卒業者又は認定試験合格者等に限る。）又は大学若しくは専修

学校の専門課程，高等専門学校（第４学年及び第５学年に限る。）に在学しており

貸与奨学金を受けようとする者（第14条第２号に規定する緊急採用の必要な者を除

く。）は，当該貸与奨学金の申込みにあたって，省令第24条第１項の規定に基づき，

その者及びその者の生計を維持する者の個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項に規定する個人番号

カードをいう。）を複写機により複写したものその他の機構が定める書類（その者

の生計を維持する者に係る個人番号利用について，当該者が同意する旨を表示した

書類を含む。以下「個人番号関係書類」という。）を機構が指定する方法により理

事長に提出しなければならない。 

２ 貸与奨学金の貸与を受けようとする者及びその者の生計を維持する者の個人番号

関係書類の提出にあっては，それらの個人番号が従前の貸与奨学金の申込み等によ

り機構に提出されている場合であっても，前項の規定を適用するものとする。 

３ 前２項の規定の適用を受ける者であって，個人番号が付与されていない等の事由

により個人番号関係書類の提出ができないものにあっては，当該事由を機構が定め

る方法により明示するとともに機構が定める別の書類を提出することで，個人番号

関係書類の提出に替えることができる。 

 （貸与奨学生採用候補者の決定） 

第12条 機構は，省令第21条第１項（第５号及び第６号を除く。），第22条第１項（第

６号及び第７号を除く。）又は第23条第１項（第５号及び第６号を除く。）に該当す

る者について，省令第21条第２項，第22条第２項又は第23条第２項に規定する選考の

基準に基づき，原則としてそれぞれ当該各規定に掲げる学校等に入学（省令第22条第

１項第１号の適用にあっては，第４学年への進級。以下同じ。）をしようとする月の

１月前までに貸与奨学生の採用候補者を決定する。 

 （留学に係る貸与奨学生採用候補者の決定） 

第12条の２ 機構は，省令第22条第１項第６号に該当する者のうち，外国の大学又は外

国の大学院に留学したとき第二種奨学金の貸与を受けようとするものについて，省令

第20条の選考の結果に基づき，原則としてそれぞれ外国の大学又は外国の大学院に留

学をしようとする月の１月前までに貸与奨学生の採用候補者を決定する。 

 （貸与奨学生採用の決定） 

第13条 機構は，第12条又は前条の採用候補者がそれぞれ貸与奨学金の貸与に係る学

校等に第12条又は前条による決定後の直近の入学日又は留学開始日（特別の場合は

機構が別に定める期日）に入学又は留学したときは，６月以内にこれをそれぞれの

貸与奨学生に採用するものとする。  

２ 省令第21条第１項第５号，第６号，第22条第１項第６号（前条に該当する者を除

く。），第７号，第23条第１項第５号又は第６号に該当する者については，省令第

20条の選考の結果に基づき，そのつどそれぞれの貸与奨学生に採用するものとする。 

３ 貸与奨学生が第11条に規定する申込データ若しくは確認書兼個人信用情報の取扱

いに関する同意書等について故意に記録若しくは記入せず，若しくは虚偽の記録若
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しくは記入をしたことにより貸与奨学生となったことが判明したとき，又はその他

機構が定める特別の事情があるときは，前２項に基づき貸与奨学生に採用した者に

ついて，その採用を取り消すものとする。 

４ 当該の採用候補者又は学生が第４条第８項の適用を受けるときは，第１項及び第

２項の規定にかかわらず，貸与奨学生に採用しないものとする。 

 

    第５節 貸与奨学金の貸与期間等 

 （貸与奨学金の貸与期間） 

第14条 貸与奨学金を貸与することのできる期間は，次の各号に該当する者について，

それぞれ当該各号の定めるところによる。 

(1) 第一種奨学金の貸与を受ける者(次号から第４号までに該当する者を除く。） 

貸与の始期は機構が採用を決定した月とし，貸与の終期は貸与奨学生の在学する

学校の正規の修業年限を満了した月とする。ただし，貸与の始期は当該年度の４

月までを限度として当該学年の始期まで遡ることができることとし，貸与の終期

は通算の貸与期間が修業年限に相当する期間となる月を限度として延期すること

ができる。 

(2) その者の生計を維持する者の失職，破産，事故，病気，死亡等若しくは震災，

風水害，火災その他の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学す

ることで修学に要する費用が増加したことにより，家計が急変し，その事由が発

生した月から12月を超えない期間内に，緊急に貸与奨学金の貸与が必要となった

者（以下「緊急採用の必要な者」という。）のうち第一種奨学金の貸与を受ける

もの 貸与の始期は機構が採用を決定したときとし，貸与の終期は機構が採用を

決定した年度の末とする。ただし，貸与の始期は貸与奨学生が在学する学校に入

学した月を限度としてその事由が発生した月まで遡ることができることとし，貸

与の終期は，貸与を受ける年度の末においてもなお第一種奨学金を必要とするこ

とが認められ，機構の定める期間内に願い出た場合は，通算の貸与期間が修業年

限に相当する期間となる月を限度として延期することができる。 

(3) 外国の大学院で第一種奨学金の貸与を受ける者 貸与の始期は大学院学位取得

型による支給開始月とし，貸与の終期は大学院学位取得型による支給終了月とす

る。ただし，省令第21条第１項第６号及び第23条第１項第６号に該当する者の貸

与の始期は，機構が採用を決定したときとし，当該年度の４月を限度として大学

院学位取得型による支給開始月まで遡ることができる。 

(4) 外国の学校等に留学するため第一種奨学金の貸与を受ける者 貸与の始期は協

定派遣による支給開始月とし，貸与の終期は協定派遣による支給終了月とし，貸

与期間は３月以上１年以内とする。 

(5)  第１号から第４号までに該当する者のうち，過去において，機構が定める学校

の区分において現に在学する学校と同じ区分に属する学校で第一種奨学金の貸与

を受けたことがあるもの 貸与奨学金を貸与することのできる期間は，過去に貸

与を受けた期間（申込時において返還を完了している貸与奨学金に係る貸与を受
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けた期間を除く。以下この号及び第８号において同じ。）と通算して，現に在学

する学校の修業年限（修業年限を定めない学校にあっては，貸与を受ける者が卒

業に必要な最短期間。以下この号及び第８号において同じ。）に達するまでの期

間を限度とする。ただし，機構が特に必要と認めるときは，全ての学校の区分を

通じて一の貸与契約に限り，過去に貸与を受けた期間にかかわらず，現に在学す

る学校の修業年限に達するまでの期間，第一種奨学金の貸与を受けることができ

る。 

(6) 第二種奨学金の貸与を受ける者（次号に該当する者を除く。） 貸与の始期は

機構が採用を決定したときとし，貸与の終期は貸与奨学生の在学する学校の修業

年限の終期とする。ただし，貸与の始期は当該年度の４月までを限度として当該

学年の始期まで遡ることができる（緊急採用の必要な者は貸与奨学生が在学する

学校に入学した月を限度として家計急変の事由が発生した月まで遡ることができ

る）こととし，貸与の終期は在学学校長が特に必要と認めるときは，１年の範囲

内で，その期間を延長することができる。 

(7) 外国の大学又は外国の大学院に留学するため第二種奨学金の貸与を受ける者  

貸与の始期は留学開始月，貸与の終期は留学終了月とし，貸与期間は３月以上１

年以内とする。ただし，学位取得のために１年以上の留学期間を必要とし，令第

２条第１項各号に掲げる学校（学校教育法の規定により設置されたものに限る。）

がその学位を認める場合の当該貸与期間は，３月以上２年以内とする。 

(8) 第６号又は第７号のいずれかに該当する者のうち，過去において，機構が定め

る学校の区分において現に在学する学校と同じ区分に属する学校で第二種奨学金

の貸与を受けたことがあるもの 貸与奨学金を貸与することのできる期間は，過

去に貸与を受けた期間と通算して，現に在学する学校の修業年限に達するまでの

期間を限度とする。ただし，機構が必要と認めるときは，各々の学校の区分にお

いて一の貸与契約に限り，過去に貸与を受けた期間にかかわらず，現に在学する

学校の修業年限に達するまでの期間，第二種奨学金の貸与を受けることができる

ものとし，当該貸与契約の終期は在学学校長が特に必要と認めるときは，１年の

範囲内で，その期間を延長することができる。 

 （貸与奨学金の交付） 

第15条 貸与奨学金（一時金額第二種奨学金及び第５条の適用を受ける貸与奨学金を

除く。）は，毎月１月分ずつ交付することを常例とする。 

 （貸与奨学金の交付の取りやめ） 

第16条 第29条の報告等に基づき，貸与奨学生が次の各号の一に該当すると認められ

た場合は，機構は，貸与奨学金の交付を取りやめることができる。 

(1) 学習成績又は性行が不良となったとき。 

(2) 貸与奨学金を必要としなくなったとき。 

(3) 貸与奨学生としての責務を怠り，貸与奨学生として適当でないとき。 

(4) 第10条第１項の規定に基づき立てた保証人が存在しなくなったとき。 

(5) その他第３条に規定する貸与奨学生としての資格を失ったとき。 
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２ 前項第４号の場合にあっては，貸与奨学金の交付を取りやめるに先立ち原則とし

て，貸与奨学生に対して一定の期間を定めて保証人を立てるのに必要な措置を講ず

ることを求めるものとし，当該期間については，貸与奨学金の交付を保留するもの

とする。 

３ 貸与奨学生は，いつでも貸与奨学金を辞退することができる。 

 （返還誓約書等） 

第17条 貸与奨学生は，採用にあたって，貸与される貸与奨学金の予定総額及び返還

方法について確認し，当該貸与奨学金に係る遵守事項及び個人番号利用等に同意す

る旨を表示した返還誓約書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（以下第30条の

16を除き「返還誓約書」という。），連帯保証人の所得証明書（第10条第１項の規

定により自然人２人を保証人に立てた者に限る。）その他の機構が定める資料を在

学学校長（外国の大学又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受けている者は理事

長）に提出することを要するものとする。 

（貸与奨学金における採用後の個人番号関係書類の提出） 

第17条の２ 貸与奨学金の申込時において所得連動返還方式を選択した第一種奨学生

（第11条の２の適用を受けた者を除く。），大学院において奨学生として採用され

た者又は緊急採用の必要な者は，機構の求めに応じて，当該貸与奨学生の個人番号

関係書類を機構が指定する方法により理事長に提出しなければならない。ただし，

所得連動返還方式を選択した者を除き，個人番号が付与されていない等の事由によ

り個人番号関係書類を提出できない場合には，当該事由を機構が定める方法により

明示するとともに機構が定める別の書類を提出することで，個人番号関係書類の提

出に替えることができる。 

２ 要返還者（貸与奨学金の貸与を受け，その貸与奨学金を返還する義務を有する者

をいう。以下同じ。）は，省令第24条第３項から第６項までの規定に定めるところ

により，要返還者又は扶養者（要返還者を地方税法第292条第１項第７号に規定する

同一生計配偶者又は同項第９号に掲げる扶養親族とする者をいう。以下同じ。）に

係る個人番号関係書類を機構が指定する方法により理事長に提出しなければならな

い。 

３ 扶養者の個人番号関係書類の提出にあっては，その者の個人番号が，従前の貸与

奨学金の申込み等により機構に提出されている場合であっても前項の規定を適用す

るものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，要返還者が省令第24条第１項，同条第３

項，同条第４項又は同条第６項に定めるところにより既に個人番号関係書類を提出

している場合においては，同第24条第７項の規定に基づき，当該要返還者に係る個

人番号関係書類の提出は要しないものとする。 

第６節 返還 

 （返還の期限） 

第18条 貸与奨学金の返還は，年賦，半年賦，月賦又は半年賦・月賦併用割賦のいず

れかの割賦の方法によることとし，支払回数は，貸与総額を次表に定める割賦金の
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基礎額で除して得られる数の年数内で返還が終了となるように別に定める方法によ

り得られる回数とする。 

 

貸与総額 割賦金の基礎額 

200,000円以下のもの 30,000円 

200,000円を超え400,000円以下のもの 40,000円 

400,000円を超え500,000円以下のもの 50,000円 

500,000円を超え600,000円以下のもの 60,000円 

600,000円を超え700,000円以下のもの 70,000円 

700,000円を超え900,000円以下のもの 80,000円 

900,000円を超え1,100,000円以下のもの 90,000円 

1,100,000円を超え1,300,000円以下のもの 100,000円 

1,300,000円を超え1,500,000円以下のもの 110,000円 

1,500,000円を超え1,700,000円以下のもの 120,000円 

1,700,000円を超え1,900,000円以下のもの 130,000円 

1,900,000円を超え2,100,000円以下のもの 140,000円 

2,100,000円を超え2,300,000円以下のもの 150,000円 

2,300,000円を超え2,500,000円以下のもの 160,000円 

2,500,000円を超え3,400,000円以下のもの 170,000円 

3,400,000円を超えるもの 総額の20分の1 

 

２ 貸与奨学金の返還の期限は，貸与期間の終了した月の翌月から起算して６月を経

過した後から返還を開始して前項の規定により定まる支払回数毎に機構の定めた日

とする。 

３ 第１項の規定及び別に定めるところにより割賦額を決定する方法を定額返還方式

という。 

４ 第一種奨学金の返還は，次条に定める返還方式を選択した場合であっても，返還

誓約書を提出しない者に係る割賦金の算出については前３項の適用を受けるものと

する。 

（返還方式の選択） 

第18条の２ 前条の規定にかかわらず，第一種奨学金の返還は，所得を基礎として割

賦額を決定する方法（所得連動返還方式）を選択することができる。 

（所得連動返還方式による割賦額及び返還の期限） 

第18条の３ 所得連動返還方式による第一種奨学金の返還は，第18条第１項の規定に

かかわらず月賦に限るものとし，その期限は，貸与期間の終了した月の翌月から起

算して６月を経過した後から返還を開始して，第６項に規定する最終の割賦額に係

る返還の期限までの各月毎に機構の定めた日とする。 

２ 所得連動返還方式における割賦額は，課税対象額（地方税法第314条の３に規定す

る課税総所得金額をいい，以下単に「課税対象額」という。）（要返還者が被扶養

者である場合においては，要返還者の課税対象額に扶養者の課税対象額を加えた

額。以下第６項及び第７項において同じ。）に９％を乗じ，12で除して得た金額

（１円未満の端数は切り捨てるものとする。）とし，その金額が2,000円未満の場合

は2,000円とする。 
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３ 前項の規定にかかわらず，返還を開始した月から起算して１年以内の９月までの

期間における所得連動返還方式による割賦額は，定額返還方式にて算出した額を２

で除して得た金額（１円未満の端数は切り捨てるものとする。）とする。ただし，

当該金額が2,000円未満であるときは，2,000円を割賦額とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず，前条で定める所得連動返還方式を選択した者が個人

番号関係書類又は機構が定める書類を提出しない場合は，当該第一種奨学金の返還

に係る割賦額は，定額返還方式により算出した割賦金相当額とし，その金額が2,000

円未満の場合は2,000円とする。 

５ 次項の規定に基づく見直し後の返還残額に係る支払回数は，延滞していない返還

未済額から，第２項の規定により算出した割賦額に12を乗じた額を減じ，定額返還

方式により算出した額で除して得られる数に12を加えた月数とし，当該の除して数

を得た後の残余の額（この項において，以下単に「残余の額」という。）は最終の

割賦額に加えるものとする。ただし，残余の額が100円以上であるときは，支払回数

に１を加え，当該残余の額を最終の割賦額とする。 

６ 第２項の割賦額及び前項の支払回数は，毎年度の課税対象額に基づき見直すこと

とし，見直し後の割賦額は，当該課税対象年度の10月を返還期日とする割賦金から

適用するものとする。 

７ 前項の規定により割賦額を見直す場合において，要返還者が次のいずれかに該当

するときは，第１項から第３項までの規定にかかわらず，翌年度に割賦額を見直す

までの期間，当該第一種奨学金の返還に係る割賦額は，定額返還方式により算出し

た割賦金相当額とし，その金額が2,000円未満の場合は2,000円とする。 

(1) 要返還者が被扶養者である場合において，機構が求める扶養者に関する情報を

提出しないとき。 

(2) 要返還者が被扶養者である場合において，課税対象額に９％を乗じ，12で除し

て得た金額（１円未満の端数は切り捨てるものとする。）が，当該の第一種奨学

金について定額返還方式により算出した割賦額を超えるとき。 

(3) 第２項に規定する割賦額の算出に必要な個人番号関係書類又は機構が定める書

類を提出しないとき。 

８ 第３項に規定する割賦額（ただし書によるものを除く。）の返還が困難であるこ

とにつき機構が定めるところに従い申請のあったときは，2,000円を割賦額とする。 

（期限の利益の喪失） 

第18条の４ 第18条及び第18条の３の規定にかかわらず，要返還者又は第10条で定め

る自然人の保証人２人（以下「要返還者等」という。）が割賦金の返還を著しく怠

ったと認められるときは，機構は当該要返還者等に対して，機構の指定する日まで

に返還未済額の全部の返還を求めることができる。 

 （割賦金に係る延滞金） 

第19条 要返還者が割賦金の返還を延滞したときは，延滞金を徴するものとする。た

だし，割賦金が返還期日から起算して１月を経過する日（当該期日が金融機関の休

業日である場合において，その翌営業日を期限とするものを含む。）までに返還さ



 16 

れ，かつ，当該割賦金の延滞が発生した時点において，当該割賦金に係る貸与奨学

金の他の割賦金の返還を延滞していない場合にあっては，この限りではない。 

２ 前項に規定する延滞金の額は，その延滞している割賦金（第二種奨学金について

は利息を除く。）の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に年(365日当た

り)３パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし，要返還者が割賦金の

返還を延滞したことにつき災害，傷病その他真にやむを得ない事由があると認めら

れるときは，機構が別に定めるところにより，その延滞金を減免することができる。 

３ 省令第27条及び第28条の規定による督促又は請求を行う場合には，延滞金の納入

を併せて督促し，又は請求するものとする。 

 （返還金の充当） 

第20条 要返還者等から返還金（貸与奨学金の返還に係る金銭をいう。以下同じ。）

の支払いがあったときは，当該返還金を次の各号に定めるところにより割賦金に充

当するものとする。 

(1) 返還期日の到来した割賦金及び返還期日の到来していない割賦金があるときは，

返還期日の到来した割賦金から充当する。 

(2) 返還期日の到来した割賦金については返還期日の早く到来したものから，返還

期日の到来していない割賦金については返還期日の早く到来することとなるもの

から充当する。 

(3) 返還期日の同じ割賦金については，先に貸与を受けた貸与奨学金に係る割賦金

から充当する。 

２ 前項において第二種奨学金に係る返還金については，利息，割賦金(利息を除

く。)の順に充当する。 

３ 要返還者等から割賦金のほかに延滞金及び費用を徴する必要がある場合において

その者から支払われた額がこれらの合計額に満たないときは，費用，延滞金，利息，

割賦金(利息を除く。)の順に充当する。 

 （返還未済額の全部の返還の強制等） 

第21条 令第５条第５項又は第18条の４による機構の請求があったにもかかわらず，

要返還者等が機構の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは，

その延滞している返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき延滞金を徴するもの

とする。この場合においては，第19条第２項本文の規定を準用し，同項中「割賦金」

とあるのは「返還未済額の全部」と読み替えるものとする。 

（自然災害による被災者に対する適切な措置） 

第21条の２ 機構は，貸与奨学生，要返還者又は保証人（以下「貸与奨学生等」とい

う。）から，自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン（自然災害に

よる被災者の債務整理に関するガイドライン研究会により平成27年12月に策定され

た自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインをいう。）に基づく債務

整理の申出があった場合には，当該ガイドラインの趣旨に鑑み，当該貸与奨学生等

について適切な措置を講ずるものとする。 

 （保証機関に対する請求） 
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第22条 機構は，要返還者のうち，機構が第10条に規定する保証機関と保証契約を締

結している要返還者（外国の大学又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受けた要

返還者にあっては自然人の保証人２人を含む。）が返還未済額を延滞しているとき

は，別に定めるところにより，保証機関に対し，その延滞している返還未済額及び

延滞金の返還を請求するものとする。 

２ 機構が前項の請求を行ったときは，当該要返還者等に係る貸与奨学金の回収に関

しては，第18条から前条まで，及び附則第４条の規定によらないものとする。 

（個人信用情報機関への登録） 

第22条の２ 機構は，別に定めるところにより，あらかじめ同意がある場合において，

割賦金の返還を延滞した要返還者の個人情報を，機構が加盟する個人信用情報機関

に登録するものとする。 

 （債権の償却） 

第22条の３ 要返還者等に関する所得証明書その他の機構が定める資料（個人番号を

利用して機構が取得した情報及び地方公共団体情報システム機構から機構が取得し

た情報を含む。）により，当該要返還者等からの返還金の回収が困難又は不適当で

あると認められるときは，機構は当該貸与奨学金の返還未済額の全部又は一部を償

却することができる。 

第23条 削除 

 

    第７節 返還期限の猶予等 

 （返還期限の猶予） 

第24条 要返還者が次の各号のいずれかの事由に該当し，所得証明書その他の機構が

定める書類を添えて願い出た場合は，当該願い出のあった貸与奨学金について，機

構は返還の期限を猶予することができる。 

(1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき（罹災から12月以内であること，

罹災状況が継続していること又は傷病により就労困難かつ治療中であること。第

24条の３第１項第１号において同じ。）。 

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同

じ。)，高等専門学校，大学，大学院，専修学校の高等課程（令附則第11条第１項

の規程によりなお効力を有するとされる日本育英会法施行令（昭和59年政令第253

号）第２条第１項の表備考第６号の課程に限る。）若しくは専門課程に在学する

とき。 

(3) 研究に従事するとき。ただし，国内の場合は，独立行政法人日本学術振興会等

の特別研究員として研究に従事するときに限る。 

(4) 生活保護（生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項各号に掲げる扶助

をいう。以下第30条の６，別記第１及び同第４において同じ。）を受けているとき。 

(5) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難（給与所得者は年間収

入金額が300万円以下（給与所得者以外は年間所得金額が200万円以下）とする。

ただし，特別の事情がある場合は，別表第３の定めるところに従い，当該年間収
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入金額又は年間所得金額から控除を行った後の金額が300万円以下（給与所得者以

外は200万円以下）とする。第８号，第９号及び第24条の３第１項第２号において

同じ。）となったとき。 

(6) 令第８条第１項の規定による返還免除を願い出たとき（第２号に該当する場合

を除く。）。 

(7) 防衛大学校，防衛医科大学校，水産大学校，海上保安大学校，職業能力開発総

合大学校，気象大学校，国立看護大学校に在学するときその他第２号に準ずると

認められるとき。 

(8) 労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項及び第２項の規定による産前

又は産後の休業期間にあること又は育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第９条の規定による育児休

業期間にあることによって返還が著しく困難となったとき。 

(9) 独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第136号）第13条第１項第４号ロの

規定による開発途上地域への派遣，その他我が国又は国際社会の発展に寄与する

ことを目的とする事業による海外派遣等によって返還が著しく困難となったとき。 

(10) その他法令の規定に基づく事由により返還することができないとき。 

２ 前項の規定により返還の期限を猶予することができる期間は次の各号の区分に応

じ，当該各号に掲げる期間とする。 

(1)  前項第１号，同項第３号，同項第４号，同項第５号，同項第８号又は同項第10

号の事由によるもの 要返還者が猶予を希望する月から起算して１年以内で当該

事由が継続する期間 

(2) 前項第２号，同項第７号又は同項第９号の事由によるもの 当該事由が継続す

る期間 

(3) 前項第６号の事由によるもの 貸与終了月の翌月から翌年度の９月末日までの

期間 

３ 前項第１号の適用を受ける場合において，猶予期間終了時に当該事由が継続して

いるときには，願い出により，猶予期間を延長することができるものとし，その延

長期間は猶予期間が終了する月の翌月から起算して１年以内で当該事由が継続する

期間とする。ただし，第１項第３号又は第５号の事由による猶予期間は，それらを

通じて10年を限度とする。 

４ 第２項第２号の規定にかかわらず，第１項第２号の事由による猶予期間は，10年

を限度とする。 

５ 第４条第５項に定める返還期限猶予の特例とは，第３項ただし書を適用しないこ

と（「猶予年限特例」という。）をいい，当該貸与奨学金の要返還者が被扶養者で

ある場合は，機構が別に定める場合に限り，猶予年限特例の適用を認めるものとす

る。 

（虚偽による猶予の取消） 

第24条の２ 前条第１項に定める返還期限の猶予の願い出において虚偽があることが

認められたときは，当該願い出により承認された猶予について，猶予期間の開始の
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日にさかのぼって取り消すことができる。 

（減額返還） 

第24条の３ 第18条の規定にかかわらず，要返還者が次の各号の一に該当し，所得証

明書その他の機構が定める書類を添えて願い出た場合は，当該願い出のあった貸与

奨学金（所得連動返還方式により返還することとなっている第一種奨学金を除く。）

について，機構は割賦金の減額，支払回数の変更，第24条の８に規定する利息の特

例の適用その他の貸与奨学金の返還の期限及び返還の方法を変更（以下「減額返還」

という。）することができる。 

(1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき。 

(2) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。 

２ 前項に基づき割賦金を減額して返還することのできる期間（以下「適用期間」と

いう。）は，１年以内で前項各号の事由が継続する期間とする。 

３ 適用期間が終了する時に引き続き第１項各号の一に該当するときには，願い出に

より適用期間を延長することができるものとし，その延長期間は１年以内で当該事

由が継続する期間とする。ただし，適用期間は延長期間を含めて，最長15年とする。 

（減額返還の期限） 

第24条の４ 適用期間における貸与奨学金の返還の割賦の方法は月賦によることとす

る。 

２ 第18条第２項の規定にかかわらず，適用期間における貸与奨学金の返還の期限は，

別に定める日とする。 

（減額返還の取消） 

第24条の５ 第24条の３第１項に定める減額返還の願い出において虚偽があることが

認められたときは，当該願い出により承認された減額返還について，適用期間の開

始の日にさかのぼって取り消すことができる。 

２ 要返還者が第24条の３第１項の規定に基づき減額を認められた割賦金（以下この

項及び次条において「減額割賦金」という。）の返還を延滞したときは，機構は，

延滞した割賦金の返還期日以後に係る減額返還の適用を当該延滞した減額割賦金の

返還期日にさかのぼって取り消すものとする。ただし，当該延滞した減額割賦金が

返還期日から起算して１月を経過する日（当該期日が金融機関の休業日である場合

において，その翌営業日を期限とするものを含む。）までに返還された場合にあっ

ては，この限りではない。 

（減額返還における割賦金の額） 

第24条の６ 減額割賦金の額は，定額返還方式により算出した割賦金の額を２分の１

又は３分の１のいずれか要返還者が選択した割合に減額した額（端数が生じたとき

は別に定めるところにより調整するものとする。）とする。 

（支払回数の変更） 

第24条の７ 第24条の３及び前条の規定に基づき，減額返還の適用を受けて割賦金の

額を２分の１に減額する場合は，適用期間の月数を２で除して得られる回数を支払

回数として追加し，３分の１に減額する場合は，適用期間の月数を２分の３で除し
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て得られる回数を支払回数として追加する。 

（減額返還における第二種奨学金の利息の特例） 

第24条の８ 令第４条第２項の規定に基づき，適用期間における初回の返還期日まで

の利率は，令第２条並びに第３条第２項及び第３項（令附則第２条第１項の規定に

より読み替えられた場合を含む。）の規定により算定した利率（以下この条におい

て「減額返還適用前の利率」という。）を適用し，２回目以降の各返還期日までの

利率は，次の各号に定めるところによる。 

(1) 第24条の６の規定に基づき，割賦金の額を２分の１に減額する場合 初回の返

還期日の翌日から２回目の返還期日までの利率は零パーセントとするものとし，

２回目の返還期日の翌日以降の各返還期日の翌日から次回の返還期日までの期間

ごとの利率は，減額返還適用前の利率と零パーセントの順に交互に適用するもの

とする。 

(2) 第24条の６の規定に基づき，割賦金の額を３分の１に減額する場合 初回の返

還期日の翌日から３回目の返還期日までの利率は零パーセントとするものとし，

３回目以降は３で除して余りが生じない回数の返還期日の翌日から次回の返還期

日までの利率は減額返還適用前の利率とし，その他の各返還期日の翌日から次回

の返還期日までの期間の利率は零パーセントとするものとする。 

 

    第８節 返還免除 

 （死亡等による返還免除） 

第25条 令第７条第１項の精神若しくは身体の障害とは，別表第４の第１級の項に掲

げる精神又は身体の障害の状態とし，免除する額は返還未済額の全部とする。 

２ 令第７条第２項の精神又は身体の障害とは，別表第４の第２級の項に掲げる精神

又は身体の障害の状態とし，免除する額は返還未済額の４分の３以内の額とする。 

 （特に優れた業績による返還免除） 

第26条 令第８条第１項の認定は機構に設置する学識経験者を含む委員会による審査

を経て行うものとし，特に顕著に優れた業績を挙げた者として認定した者について

はその貸与奨学金の全額とし，特に優れた業績を挙げた者として認定した者につい

てはその貸与奨学金の半額を免除するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学院博士課程（博士課程のうち，修士課程として取

り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。別記第７第１項

第２号アを除き，以下同じ。）在学中に，国立研究開発法人科学技術振興機構の実

施する科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業又は次世

代研究者挑戦的研究プログラムの支援を受けた者については，令第８条第１項の認

定の対象外とする。 

 （返還免除の願い出） 

第27条 令第７条による貸与奨学金の返還免除については，要返還者，連帯保証人又

は相続人が，貸与奨学金返還免除願に要返還者の所得証明書その他の機構が定める

書類を添えて理事長に提出することにより願い出るものとする。ただし，要返還者

が令第７条第１項に規定する死亡した者であって，機構が地方公共団体情報システ
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ム機構から当該要返還者に係る本人確認情報の提供を受けるときは，貸与奨学金返

還免除願に添える書類を省略することができるものとする。 

２ 令第８条第１項による貸与奨学金の返還免除については，貸与奨学生が在学学校

長の定める期日までに申請書を在学学校長に提出することにより，願い出るものと

する。ただし，外国の大学院において第一種奨学金の貸与を受けた貸与奨学生にあ

っては，機構の定める期日までに申請書その他機構が定める書類を機構に提出する

ことにより，願い出るものとする。 

 

    第９節 貸与奨学生の補導等 

 （貸与奨学生の補導） 

第28条 機構は，次の目的をもって貸与奨学生の補導を行う。 

(1) 貸与奨学生の資質の向上を図ること。 

(2) 貸与奨学生としての責務を尽くさせるとともに，貸与奨学生の実情に即応して

適切な措置を講ずること。 

２ 機構は，前項に基づき実施する貸与奨学生（外国の大学又は外国の大学院で貸与

奨学金の貸与を受けている者を除く。）の補導について，在学学校長と協力するも

のとする。 

第29条 機構は，貸与奨学生の補導の方法として次のことを行う。 

 (1) 貸与奨学生の学習成績及び生活状況などについて在学学校長等に報告を求め，

その報告に基づいて貸与奨学生に警告を与え，又は貸与奨学金の交付を停止する

こと。 

(2) その他補導上必要と認めること。 

第30条 貸与奨学生が休学したときその他必要があると認められたときは，貸与奨学

金の交付を一時休止し，又は貸与期間を短縮する。ただし，貸与奨学生が休学によ

り外国の大学又は外国の大学院において教育を受けるときは，この限りではない 

２ 前項の規定にかかわらず，休学中にボランティア活動その他の社会貢献活動を行

う者で，在学学校長が特に必要と認めるときに限り，休学中も１年を限度として第

二種奨学金の貸与を受けることができる。 

 

    第10節 審査請求 

 （審査請求） 

第30条の２ 第12条及び第12条の２の選考の結果（採用候補者に決定しなかった場合

に限る。）若しくは第13条第１項の採用の決定若しくは同条第２項の選考の結果又

はその不作為に対し不服がある者は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規

定に基づき，理事長に対し審査請求をすることができる。 

２ 前項の審査請求に係る審査庁及び審査手続きに関し必要な事項は，別に定める。 

 

第２章の２ 学資の支給その他必要な援助に関する事項 

第１節 給付奨学金の支給を受けるための資格，条件等 
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 （学資の支給を受ける者の資格） 

第30条の２の２ 機構は法第13条第１項第１号の業務として，法，令及び省令の定め

るところにより，法第17条の２第１項に規定する確認大学等（大学等における修学

の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第16条の規定の適用により確認大学等

とみなされる大学等を含む。）（以下この章（第30条の６第２項及び第３項を除

く。）において単に「大学等」という。）に在学する特に優れた学生等（大学及び

高等専門学校（第４学年及び第５学年に限る。）の学生並びに専修学校の専門課程

の生徒をいう。次条において同じ。）であって経済的理由により極めて修学に困難

がある者と認められたものに対して，学資の支給を行うものとする。 

 （学資の支給） 

第30条の３ 前条の規定により，機構が支給する学資を給付奨学金，給付奨学金を受

ける者を給付奨学生という。 

２ 給付奨学金は，省令第23条の２（特区法施行規則第７条の２の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に定める選考に基づき，特に優れた学生等であって経

済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対して支給するもの

とする。 

（令第８条の２第２項に定める扶助を受けている者） 

第30条の３の２ 令第８条の２第２項に規定する生活保護法（昭和25年法律第144号）

第11条第１項各号に掲げる扶助を受けている者は，地方税法第292条第１項第２号に

規定する所得割の賦課期日（給付奨学金を支給する月の属する年度（４月から９月

までの給付奨学金の支給月については，その前年度）分の賦課期日をいう。）にお

いて当該扶助を受けている者とする。 

（給付奨学金の支給月額の変更等） 

第30条の４ 省令第23条の８第３項ただし書の規定により，令第８条の２第１項第１

号の表の上欄に掲げる通学形態の区分に変更等が生じた場合であって，次の各号に

該当するときは，当該各号に定める月に，給付奨学金の支給月額の変更を行うもの

とする。 

(1) 第30条の19第１項第２号に該当する旨の届出（同条第２項に基づく，通学形態

の区分に変更がある旨の届出を含む。）に基づくもの 

  ア 当該届出が変更事由発生日の属する月から３月以内であって自宅通学から自

宅外通学への区分変更を行うとき 変更事由発生日が属する月 

イ 当該届出が変更事由発生日の属する月から３月経過後であって自宅通学から

自宅外通学への区分変更を行うとき 当該届出があった日の属する月 

ウ 自宅外通学から自宅通学への区分変更を行うとき 変更事由発生日の前日の

属する月の翌月 

エ 当該届出を受けて機構が実施する確認（第４条の２各号の規定の適用状況の

確認をいう。以下この条及び附則において同じ。）に基づき，区分が自宅外

通学から自宅通学へ更正されたとき 通学形態の区分を更正すべき旨を通知

した日の属する月 
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(2) 第30条の10第１項により給付奨学生として認定したときの通学形態の区分が自

宅外通学であって，当該認定後に機構が実施する通学形態の確認に基づき，当該

区分が自宅外通学から自宅通学へ更正されたとき 機構が当該更正を行うべき旨

を通知した月 

２ 給付奨学生が，省令第41条各号に掲げる給付金（以下この項において「給付金」

という。）の受給の開始（中断後の再開を含む。以下この項及び第30条の19におい

て同じ。）又は終了（中断を含む。以下この項及び第30条の19において同じ。）に

ついて学校を通じて機構に届け出たときは，機構は，当該届出の事実を確認のうえ，

省令第23条の８第３項ただし書の規定により，次の各号に定める月に，給付奨学金

の支給月額の変更を行うものとする。 

(1)  給付金の受給を開始したとき 当該給付金の受給を開始した日の前日の属する

月の翌月 

(2)  給付金の受給を終了したとき 当該給付金の受給を終了した日の属する月（受

給終了から３月経過した後に届け出たときは，当該届出のあった日の属する月） 

３ 省令23条の８の規定により給付奨学金の支給月額を変更した場合には，機構はそ

の旨をインターネットを通じて，給付奨学生に対し，通知するものとする。 

（省令第23条の２第１項第２号に規定する機構確認者） 

第30条の４の２ 省令第23条の２第１項第２号に規定する学修意欲を有する者として

機構が認める者とは，高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者となった

年度の初日から５年を経過した者であって，当該５年を経過した日の属する年度以

降も試験規則第６条の規定に基づき，高等学校卒業程度認定試験（知識及び技能に

関する審査で文部科学大臣が定めるものを含む。）を毎年度受験しているものをい

う。 

（省令第39条第３号の機構が定める者） 

第30条の５ 省令第39条第３号に規定する者とは，次の各号に掲げる者をいう。 

(1) 満18歳となる日の前日において児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33条に規

定する一時保護が行われていた者 

 (2) 高等学校等（高等学校及び専修学校の高等課程をいう。以下同じ。）を卒業す

ることにより，満18歳となる日の前日までに，児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号に規定する小規模住居型児童養育事業若しくは里親への委託

の措置又は児童養護施設，児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設への入所

の措置を解除された者（以下この条において，単に「措置解除者」という。） 

 (3) 満18歳となる日の前日までに措置解除者となった者であって，児童福祉法第31

条第２項の規定により満18歳に達した日後に同法第27条第１項第３号に定める措

置（乳児院及び障害児入所施設の入所を除く。次号において同じ。）を再び受け

ているもの 

 (4) 満18歳となる日の前々日までに第30条の８に規定する給付奨学金の申込みをし

た者であって，当該申込時に児童福祉法第27条第１項第３号に定める措置を受け

ているもの 

 (5) 児童養護施設のもとから大学等に通学することが認められている者（前４号に
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掲げる者を除く。） 

 (6) 前５号に類するものとして理事長が認める者 

  （省令第40条第２項柱書及び同項各号に規定するもの） 

第30条の５の２ 省令第40条第２項に規定する市町村民税の所得割を課することがで

きない者に準ずるもの及び同項各号に掲げる令第８条の２第４項各号に規定する額

に準ずるものとして適切と認められるものは別に定めるものとする。 

 

第２節 給付奨学生の選考等 

 （給付奨学生の推薦） 

第30条の６ 省令第23条の２第１項第１号に掲げる者に係る当該高等学校等及び高等

専門学校の校長の推薦は，省令第23条の２第２項第１号に定めるいずれかの基準に

該当するかどうかを判定したうえで行うものとする。 

２ 省令第23条の２第１項第３号（特区法施行規則第７条の２の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）に掲げる者に係る当該大学等の学長又は校長の推薦は，

省令第23条の２第２項第２号又は同項第３号（特区法施行規則第７条の２の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。第30条の10において同じ。）に定めるいずれ

かの基準に該当するかどうかを判定したうえで行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，省令第23条の２第３項に該当する者に係る大学等の学

長又は校長の推薦は，同項の規定により別表に定める基準に該当するかどうかを判

定したうえで行うものとする。 

 （給付奨学生の選考に係る資料及び基準） 

第30条の７ 省令第23条の２第２項第１号ロ，第２号ロ及び第３号ロに規定する学修

意欲を有することを確認する文書は，推薦を行う学長若しくは校長又は理事長に対

し提出する学修計画書等とする。 

２ 省令第23条の２第２項第４号の収入及び資産に関する資料（以下次条において単

に「収入等に関する資料」という。）とは，次に掲げる資料をいう。 

 (1)  次のいずれかに掲げる資料 

ア  個人番号を利用して機構が取得する給付奨学金の支給を受けようとする者及

びその生計を維持する者の情報 

イ  地方自治法第２条第２項及び第281条第２項の規定に基づき普通地方公共団体

又は特別区が発行する資料その他の令第８条の２第４項に規定する支給額算定基

準額の算定に必要な情報として機構が定める情報が記載された資料 

(2)  給付奨学金の支給を受けようとする者及びその生計を維持する者が有する資産

の合計額を申告した資料 

 

第３節 給付奨学金の申込等 

 （給付奨学生の申込み及び推薦） 

第30条の８ 給付奨学金の支給を受けようとする者は，次の各号に定める書類を，機

構が指定する方法で，理事長に提出するものとする。 

(1) 当該給付奨学金に係る遵守事項，機構による個人番号の利用及び令第１条の２
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の規定の適用を受ける場合における第一種奨学金貸与月額の変更等に同意する旨

を表示した給付奨学金確認書 

(2) 収入等に関する資料その他の理事長が定める書類 

２ 給付奨学金の支給を受けようとする者は，前項に規定する書類の提出に加え，イ

ンターネットを通じて給付奨学金の申込みに係る所定の事項（以下「給付奨学金申

込データ」という。）を機構に送信するものとする。ただし，機構が特に認める場

合には，これに代わるものとして機構の定める書類を，機構が指定する方法で理事

長に提出するものとする。 

３ 機構は,省令第23条の２第１項第１号又は第３号に規定する推薦を受けようとする

者に係る情報を学長又は校長に提供するものとする。 

４ 第30条の６の規定に基づく学長又は校長の推薦は,第１項第１号及び第２号に掲げ

る者について,給付奨学生としての資格を審査の上, 学長又は校長が適格と認める者

について, 給付奨学金申込データを機構に送信し，若しくは学業成績・学修意欲等

に係る所定の事項を記録又は記載した書類を機構に提出することにより行うものと

する。 

 （給付奨学金申込みにおける個人番号関係書類の提出） 

第30条の８の２ 給付奨学金の支給を受けようとする者は，当該給付奨学金の申込み

にあたって，省令第24条第１項の規定に基づき，その者及びその者の生計を維持す

る者に係る個人番号関係書類及び機構が定める書類を機構が指定する方法により理

事長に提出しなければならない。 

２ 給付奨学金の支給を受けようとする者及びその者の生計を維持する者の個人番号

関係書類の提出にあっては，それらの個人番号が従前の給付奨学金の申込み等によ

り機構に提出されている場合であっても，前項の規定を適用するものとする。 

３ 前２項の規定の適用を受ける者であって，個人番号が付与されていない等の事由

により個人番号関係書類の提出ができないものにあっては，当該事由を機構が定め

る方法により明示するとともに機構が定める別の書類を提出することで，個人番号

関係書類の提出に替えることができる。 

 （給付奨学生採用候補者の認定） 

第30条の９ 機構は，省令第23条の２第１項第１号又は第２号に該当する者について，

同条第２項の選考の基準を満たすときには，大学等に入学（省令第23条の２第１項第

１号に定める者のうち，高等専門学校の学生については，第４学年への進級。以下同

じ。）をしようとする月の３月前までに給付奨学生の採用候補者（この条，次条及び

第30条の10において，単に「採用候補者」という。）として決定することを標準とす

る。 

２ 機構は，前項の決定をしたときには，次の各号に定める者に対し当該各号に定める

方法により通知するものとする。 

(1)  第30条の８第１項の規定に基づく申込みをした者（第30条の８第３項の適用を

受ける者に限る。） 書面により当該決定（採用候補者とならない者にあっては

その理由を含む。次号において同じ。）を示す方法 
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(2) 前号の者を推薦した学長又は校長 インターネットによる当該決定（令第８条

の２第１項から第３項の各号に掲げる区分（以下「支給額算定基準額の区分」と

いう。）に関するものを除く。）を示す方法 

（進学届の提出） 

第30条の９の２ 省令第23条の４第６項の規定による届出は，採用候補者となった者

が，大学等への入学後３月以内に理事長に対し行う進学届及び第３項に規定する

書類の提出とする。 

２ 前項に規定する進学届は，インターネットを通じて行うものとする。ただし，機

構が特に認める場合には，機構の指定する方法で書面により行うことができるも

のとする。 

３ 申込みを行ったときから進学届を行うまでの間に，国籍に変更があった場合，省

令第20条第２項に規定する在留資格等に変更があった場合，又は当該在留資格に

係る在留期間の更新があった場合は，省令第23条の４第６項に規定する届出にお

いて，確認大学等への入学後３月以内に，当該変更又は更新を証明する書類とし

て機構が指定するものを提出するものとする。 

 （給付奨学生採用の認定） 

第30条の10 機構は，前条の採用候補者が大学等に第30条の９による決定後の直近の

入学日（特別の場合は機構が別に定める期日）に入学し前条の規定により進学届を

提出したとき，又は第30条の８第４項の規定により学長又は校長から推薦された者

が省令第23条の２第２項第２号又は第３号及び第４号の基準を満たすときは，省令

第23条の４第８項に該当する場合を除き，その者を給付奨学生として認定するもの

とする。 

２ 機構は，前項に基づき給付奨学生としての認定について決定をしたときには，次

の各号に定める者に対し，当該各号に定める方法により通知するものとする。 

(1)  前項に基づき給付奨学生として認定した者 書面により当該認定を行った旨並

びに支給額算定基準額の区分及び給付奨学金の額を示す方法 

(2)  前号の者が在学する学校の学長又は校長 インターネットにより当該認定及び

支給額算定基準額の区分の認定又は認定をしないことの決定を示す方法 

第30条の11 削除 

 （省令第40条第１項第２号に係る給付奨学生の採用等） 

第30条の11の２ 省令第40条第１項第２号に掲げる場合のうち給付奨学生の採用につ

いては，第30条の８，第30条の８の２，第30条の10及び前条の規定を準用する。こ

の場合において，第30条の８第１項中「収入等に関する資料」とあるのは「給付奨

学金申請書，収入等に関する資料」と，第30条の10第１項中「前条の採用候補者が

大学等に第30条の９による決定後の直近の入学日（特別の場合は機構が別に定める

期日）に入学し前条の規定により進学届を提出したとき，又は第30条の８第５項」

とあるのは「第30条の８第５項」と，「省令第23条の４第８項に該当する場合を除

き，その者を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。 

２ 省令第40条第１項第２号に掲げる場合のうち給付奨学金の支給月額の変更を受け
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ようとする給付奨学生は当該事由の発生を証明する資料を添え，別に定める支給月

額変更の願出を機構が指定する方法により在学する学校を通じて理事長に提出する

ものとする。 

３ 生計維持者の死亡,災害その他の予期しなかった事由が発生した日が大学等に入学

する年の前々年の１月１日（ただし，入学が10月以降であるときは，入学する年の

前年の１月１日）以降である者は，省令第40条第１項第２号に該当する者として申

請することができる。 

 

第４節 給付奨学金の支給期間等 

（給付奨学金の申込みの期限） 

第30条の12 省令第23条の５各号（特区法施行規則第７条の２の規定により読み替え

て適用する場合を含む。次項において同じ。）の機構が定める日は，当該各号の定

める日については，別に定めるものとする。 

２ 給付奨学金の支給を受けようとする者が，災害・傷病その他のやむを得ない事由

により機構が定める日までに給付奨学金の申込みをすることができなかった場合に

おいて，当該やむを得ない事由が止んだ日の翌日から起算して15日以内に給付奨学

金の申込みをしたときには，省令第23条の５各号の「機構が定める日」までに当該

申込みをしたものとみなす。 

（給付奨学金の支給） 

第30条の13 給付奨学金は，毎月１月分ずつ支給することを常例とし，特別の事情が

ある場合は，２月分以上を併せて支給することができる。ただし，令第８条の２第

３項の適用を受ける給付奨学金は，機構が別に定める月に年当たりの額を支給する

こととする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，大学又は専修学校において通信による教育を

受ける者が省令第40条第１項第２号の適用を受けるときは，機構が別に定めるとこ

ろにより支給することとする。 

 （給付奨学金支給中における個人番号関係書類の提出） 

第30条の14 給付奨学金の支給中において現に給付奨学生の生計を維持する者につい

て変更が生じた場合には，省令第24条第２項の規定に基づき，当該給付奨学生は，

変更後の給付奨学生の生計を維持する者に係る個人番号関係書類を理事長に提出し

なければならない。 

２ 前項において，変更後の給付奨学生の生計を維持する者に係る個人番号関係書類

の提出にあっては，それらの個人番号が従前の給付奨学金の申込み等により機構に

提出されている場合であっても，前項の規定を適用するものとする。 

３ 前２項の規定の適用を受ける者であって，個人番号が付与されていない等の事由

により個人番号関係書類の提出ができないものにあっては，当該事由を機構が定め

る方法により明示するとともに機構が定める別の書類を提出することで，個人番号

関係書類の提出に替えることができる。 

（返還の通知） 
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第30条の15 機構は，省令第23条の10第１項（第１号を除く。）及び同第23条の11の

規定により給付奨学生としての認定を取り消され，支給済みの給付奨学金について

返還することとなった者（以下「給付奨学金要返還者」という。）並びに給付奨学

生としての認定の内容が遡って変更され，民法第703条の規定により支給済みの給付

奨学金の全部又は一部について返還することとなった者に対し，第30条の16に定め

る返還について通知するものとする。 

（給付奨学金要返還者の個人番号関係書類の提出） 

第30条の15の２ 省令第24条第３項から第６項までの規定による個人番号の提供は，

同条各項に定める給付奨学金要返還者又は当該給付奨学金要返還者を扶養している

者に係る個人番号関係書類を別に定めるところにより理事長に提出させることによ

り行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，給付奨学金要返還者が省令第24条第１項，同条第３項，

同条第４項又は同条第６項に定めるところにより既に個人番号関係書類を提出して

いる場合においては，同第７項の規定に基づき，給付奨学金要返還者に係る個人番

号関係書類の提出は要しないものとする。 

 

第５節 給付奨学金の返還 

 （給付奨学金の返還） 

第30条の16 前条に定める通知を受けた給付奨学金要返還者は，省令第23条の11各号

に定める日以降に支給された給付奨学金について，機構に返還するものとする。 

２ 民法第703条の規定により支給済みの給付奨学金の全部又は一部について返還する

こととなった者は，給付奨学生としての認定の内容が遡って変更されたことにより，

支給に係る法律上の原因を失った給付奨学金について，機構に返還するものとする。 

３ 第１項の規定に基づき給付奨学金を返還することとなった給付奨学金要返還者は，

支給された給付奨学金の返還総額及び返還方法について確認し，給付奨学金に係る

遵守事項及び個人番号利用等に同意する旨を表示した返還誓約書（以下，この条に

おいて「返還誓約書」という。）を理事長に提出するものとする。 

４ 第２項の適用を受ける者は，返還誓約書（前項に定める個人番号利用等に同意す

る旨の表示を除く。）を理事長に提出することにより次項に定める方法で返還する

ことができる。 

５ 前２項の規定により返還誓約書を提出した者における給付奨学金の返還について

は，第18条，第18条の２，第18条の３（前項の規定により返還誓約書を提出した者

（以下「不当利得要返還者」という。）における給付奨学金の返還を除く。），第

18条の４，第20条（第１項第３号及び第２項を除く。），第21条の２，第22条の３，

第24条（第１項第６号，第２項第３号，第３項ただし書及び第５項を除く。），第

24条の２から第24条の７，第25条及び第27条（第２項を除く。）の規定を準用する。

ただし，第３項の返還誓約書を提出しない者については，機構が別に定める方法に

より返還させるものとする。 

６ 前項に掲げる規定の準用については，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に
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掲げる字句は，同表の右欄に掲げる字句とする。 

読み替えられる規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第18条第１項 貸与総額 当該の返還することとなった額 

割賦金 割賦金（省令第32条の２に規定する割

賦の方法により給付奨学金を返還する

場合における各返還期日ごとの返還分

をいう。以下同じ。） 

年賦，半年賦，月賦又

は半年賦・月賦併用割

賦のいずれかの割賦の

方法 

月賦 

第18条第１項，第18条

第２項，第20条，第22

条の３，第24条，第24

条の３，第24条の４及

び第27条 

貸与奨学金 給付奨学金 

第18条第２項 貸与期間の終了した月 省令第32条の２第１項に規定する機構

が返還を求めた月（当該の返還するこ

ととなった額について，機構が給付奨

学金要返還者への通知を発信した月を

いう。第18条の３において同じ。）又

は民法第703条の規定により支給済みの

給付奨学金の全部又は一部について返

還することとなった者に対して通知を

発信した月 

第18条第４項，第18条

の２，第18条の３及び

第24条の３ 

第一種奨学金 給付奨学金 

第18条の３ 

 

返還は，第18条第１項

の規定にかかわらず月

賦に限るものとし，そ

の期限 

返還の期限 

貸与期間の終了した月 省令第32条の２第１項に規定する機構

が返還を求めた月 

第18条の３第２項及び

第７項 

要返還者 給付奨学金要返還者 

第18条の４ 要返還者等 給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 
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第24条第１項及び第２

項，第24条の３第１

項,第24条の５第２項

並びに第24条の６ 

要返還者 給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 

第20条 要返還者又は自然人の

保証人２人（以下「要

返還者等」という。） 

給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 

第20条第３項 要返還者等 給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 

延滞金及び費用 費用 

費用，延滞金，利息，

割賦金（利息を除

く。） 

費用，割賦金 

第21条の２ 貸与奨学生，要返還者

又は保証人（以下「貸

与奨学生等」とい

う。） 

給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 

当該貸与奨学生等 当該給付奨学生，給付奨学金要返還者

及び不当利得要返還者 

第22条の３ 要返還者等 給付奨学金要返還者及び不当利得要返

還者 

第24条の３ ，第24条の８に規定す

る利息の特例の適用そ

の他の 

その他の 

第25条第１項 令第７条第１項 省令第32条の４第１項第１号 

第25条第２項 令第７条第２項 省令第32条の４第１項第２号 

第27条第１項 令第７条 省令第32条の４ 

要返還者，連帯保証人

又は相続人が，貸与奨

学金返還免除願に要返

還者 

給付奨学金要返還者，不当利得要返還

者又は相続人が，給付奨学金返還免除

願に給付奨学金要返還者又は不当利得

要返還者（省令第32条の４第１項第１

号に規定する死亡した者を除く。） 

第30条の17 機構は，給付奨学生が次のいずれかに該当するときは，省令第23条の10

第１項第１号に該当する者の支給済みの給付奨学金について，法第17条の４の規定

に基づき徴収するものとし，その徴収する金額は，偽りその他不正の手段により支

給を受けた給付奨学金の全部の額とする。 

(1) 当該給付奨学金の申込み及び届出における書類等に，重要な客観的事実に反す

る記載を意図的にしたことが判明したとき。 

(2) 当該給付奨学金の申込み及び届出における書類等の内容上の疑義について，大

学等又は機構が説明を繰り返し求めたにもかかわらず，これに応じなかったとき

又は虚偽の説明を行ったとき。 
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２ 機構は，前項に掲げる者のうち次のいずれかに該当するものから，前項に規定す

る額に100分の40を乗じて得た額を加算して徴収することができる。 

(1) 過去に偽りその他不正の手段により給付奨学金の申込み及び届出を繰り返し行

っていたことが判明したとき。 

(2)  偽りその他不正の手段により給付奨学金の支給を受けた期間が長期にわたるも

のであることが判明したとき。 

(3)  その他特に悪質であると理事長が認めたとき。 

３ 前２項に規定する額を徴収する方法については，別に定める。 

 

第６節 給付奨学生の適格認定等 

 （給付奨学金適格認定等） 

第30条の18 機構は，省令第23条の６に規定する適格認定における学業成績の判定及

び同第23条の７に規定する適格認定における収入額・資産額等の判定の結果，必要

があるときは，省令第23条の８に規定する給付奨学金の額の変更，省令第23条の10

第１項に規定する給付奨学生認定の取消し，同条第３項に規定する警告若しくは省

令第23条の12に規定する同認定の効力の停止又はその解除を行うものとする。 

２ 給付奨学生は，省令第23条の７第３項の規定により，機構から，適格認定におけ

る収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求められたときは，機構の

指定する日までに機構の指定する方法で理事長に提出しなければならない。ただし，

災害・傷病その他のやむを得ない事由により機構の指定する日までに当該書類を提

出することができなかった場合において，当該やむを得ない事由が止んだ日の翌日

から起算して15日以内に当該書類を提出したときには，機構の指定する日までに提

出したものとみなす。 

３ 機構は，次の各号のいずれにも該当するときは，省令第23条の11の規定に基づき，

給付奨学生認定の効力が遡って失われる日以降に支給した給付奨学金の相当額につ

いて，返還を求めるものとする。 

(1)  次のいずれかに該当することにより，学業成績が著しく不良であると認められる

とき  

ア 修得した単位数（単位制によらない専門学校にあっては，履修科目の単位時

間数）の合計数が標準単位数の１割以下であること 

イ 履修科目の授業への出席率が１割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況

にあると認められること 

(2) 前号に該当することについて災害，傷病（家族の傷病の療養又は介護を含む。）

その他のやむを得ない事由があると認められないこと 

 （給付奨学生の届出事項） 

第30条の19 給付奨学生は，省令第23条の９の規定により，次の各号に掲げる事項に

該当することとなったときは,速やかに機構に届け出なければならない。 

 (1) 生計を維持する者の変更があったとき。 

(2)  令第８条の２第１項第１号の表の上欄に掲げる通学形態の区分に変更があった
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とき。 

(3) 国籍法（昭和25年法律第147号）第３条若しくは第17条又は第４条から第９条ま

での規定に基づき日本国籍を取得したとき。 

(4) 国籍法第11条，第12条，第13条第２項，第15条第３項又は第16条第５項に基づ

き日本国籍を喪失したとき。 

(5) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第20条の規定に基づき在留

資格を変更したとき。 

(6) 出入国管理及び難民認定法第21条の規定に基づき在留期間を更新したとき。 

２ 給付奨学生は，大学等への在籍状況，前項各号に関する事項その他の機構が給付

奨学金の適正な支給のために必要なものとして報告を求める事項について，機構が

定める年２回の期日までに，インターネットを通じて機構に届出（以下単に「在籍

状況の届出」という。）を行わなければならない。 

３ 機構は，前２項（第１項第１号を除く。）の規定による届出があったときには，

当該届出に係る事実を確認の上，給付奨学金の支給月額等の判定を行うものとす

る。 

４ 第１項各号に定めるもののほか，給付奨学生が次の各号に掲げる事項に該当する

こととなったときには，当該給付奨学生は学校を通じて機構に届け出るものとする。 

(1) 退学するとき 

(2) 休学又は復学するとき。 

(3) 省令第41条各号に掲げる学資に係る給付等のいずれかが開始又は終了されたと

き 

(4) 省令第42条各号のいずれかの者に該当することとなったとき。 

 (5) 給付奨学生の氏名，住所，その他機構が別に定める事項に変更が生じたとき 

５ 機構は，前項第３号に掲げる届出があったときは，当該受給の開始又は終了の事

実を確認の上，省令第41条の規定の適用について判定するものとし，当該判定に基

づく給付奨学金の支給月額について給付奨学生に通知するものとする。 

（継続願） 

第30条の20 省令第23条の４第９項の届出は，毎年，機構が別に指定する期間まで

に，インターネットを通じて行うものとする。ただし，機構が特に認める場合に

は，書面により提出することができるものとする。 

２ 機構は，前項の届出が行われないときは，給付奨学金の支給を停止し，その旨を

給付奨学生及び在籍する大学等の学長又は校長に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，次のいずれかに該当する者については，当該年度に

おける省令第23条の４第９項の届出を不要とする。 

 (1) 11月から翌年の３月までの間に第30条の10第１項により給付奨学生として認定

された者 

 (2) 11月から翌年の３月までの間に給付奨学金の終期を次年度以降に延長した者 

 (3) 省令第23条の12第１項第３号により11月の受給が停止されている者及び翌年の
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３月１日において同号の適用を受けている者 

（支給停止等の申出） 

第30条の21 給付奨学生は，省令第23条の12第１項第８号の申出及び同条第２項第８

号の解除について，機構が指定する書面によりいつでも申し出ることができるもの

とする。 

 

    第７節 審査請求 

 （審査請求） 

第30条の22 省令第23条の２，省令第23条の４から第23条の８まで及び同第23条の10

から第23条の12までの規定に基づき機構が行う決定又はその不作為に対し不服があ

る者は，行政不服審査法の規定に基づき，理事長に対し審査請求をすることができ

る。 

２ 前項の審査請求に係る審査庁及び審査手続きに関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第３章 外国人留学生等に対する学資の支給その他必要な援助に関する事項 

 （外国人留学生等に対する学資の支給その他必要な援助に関する事項） 

第31条 機構は，法第13条第１項第２号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

 (1) 外国人留学生及び外国に派遣される留学生に対して行う学資の支給並びにその

他の援助 

(2) 国費外国人留学生の選考における審査事務その他の文部科学省，外国政府等か

ら委託され実施する事業及びその他の援助 

第32条 前条第１号の業務を実施するため，留学生受入れ促進プログラム，高度外国

人材育成課程履修支援制度，海外留学支援制度及び官民協働海外留学支援制度を設

ける。 

 （留学生受入れ促進プログラム） 

第33条 留学生受入れ促進プログラムは，我が国の大学，大学院，高等専門学校，専

修学校の専門課程若しくは我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する

教育施設又は日本語教育機関に在籍する外国人留学生のうち，学業，人物ともに優

れ，かつ，経済的理由により修学に困難があるものに対し，学習奨励のための奨学

金を給付するものとする。 

（高度外国人材育成課程履修支援制度） 

第33条の２ 高度外国人材育成課程履修支援制度は，我が国の大学等に在籍する外国

人留学生であって，文部科学省が認定する留学生の就職促進に係る教育プログラム

を履修する者のうち，学業，人物ともに優れ，かつ，経済的理由により修学に困難

があるものに対し，履修支援のための奨学金を給付するものとする。 

 （海外留学支援制度） 

第34条 海外留学支援制度は，次に掲げる場合に,留学生に対して奨学金等を給付する

ものとする。 
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 (1) 海外留学支援制度（協定受入） 大学，大学院，高等専門学校又は専門課程を

置く専修学校に相当する外国の学校（以下この号において「外国の学校」とい

う。）との間で締結した学生交流に関する協定等に基づき，我が国の大学，大学

院，高等専門学校又は専門課程を置く専修学校が，外国の学校から外国人留学生

を受け入れる場合 

 (2) 海外留学支援制度（協定派遣） 外国の学校等との間で締結した学生交流に関

する協定等に基づき，我が国の大学，大学院，高等専門学校又は専門課程を置く

専修学校が，外国の学校等に留学生を派遣する場合 

 (3) 海外留学支援制度（学部学位取得型） 学位取得を目的とする学生が，外国の

大学（学部に限る）に派遣される場合 

 (4) 海外留学支援制度（大学院学位取得型） 学位取得を目的とする学生が，海外

の大学院に派遣される場合 

（官民協働海外留学支援制度） 

第34条の２ 官民協働海外留学支援制度は，大学等，高等学校又は専修学校の高等課

程に在籍する学生若しくは生徒が留学する場合に，民間企業等の協力を得て，次に

掲げるものを行うものとする。 

(1) 留学生に対する奨学金等の給付 

(2) 留学の前後に行う研修の提供 

(3) 留学後の継続的な学習の場としての留学生のネットワークの提供 

 (4) 機構が採択した地域協議会（地域の企業，地方公共団体，大学等及びその他の

団体により構成される協議会をいう。）に対する地域事業交付金の交付 

 （給付する内容及び期間） 

第35条 前４条の規定に基づき，給付する内容及び期間は，次の表のとおりとする。 

区分 給付内容 給付期間 

留学生受入れ促進プログラム 学部レベル 

大学院レベル 

日本語教育機関 

奨学金 12月以内 

高度外国人材育成課程履修支援制度 奨学金 12月以内 

海外留学支援制度 協定受入 奨学金 12月以内 

協定派遣 
奨学金 

渡航支援金 
12月以内 

学部学位取得型 
奨学金 

渡航支援金 
学部：原則４年 

大学院学位取得型 
奨学金 

渡航支援金 

修士：２年以内 

博士：原則３年 

官民協働海外留学支援制度 奨学金 

留学準備金 

授業料 

２年以内 

備考 

１ 「学部レベル」は，我が国の大学の学部，短期大学，高等専門学校第３学年以

上，専修学校の専門課程，大学又は短期大学が設置する専攻科又は留学生別科，

準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生を対象とするもの
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とする。 

２ 「大学院レベル」は，我が国の大学院に在籍する私費外国人留学生を対象とす

るものとする。 

３ 「日本語教育機関」は，法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関に在籍

する私費外国人留学生を対象とするものとする。 

２ 前項に基づき，給付する額については，別に定める。 

 

   第４章 施設の設置及び運営に関する事項 

 （施設の設置及び運営に関する事項） 

第36条 機構は，法第13条第１項第３号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

(1) 外国人留学生等の寄宿舎その他の留学生交流等の推進を図るための事業の拠点

となる施設の設置及び運営 

(2) 前号の施設を基盤とした交流事業の実施 

 

   第５章 試験に関する事項 

 （試験に関する事項） 

第37条 機構は，法第13条第１項第４号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

(1) 外国人留学生として我が国の大学等に入学を希望する者について，大学等にお

いて教育を受けるために必要な学力を評価することを目的とする試験の問題の作

成及び試験の実施 

(2) 試験の利用の促進等に関すること。 

 

   第６章 日本語教育に関する事項 

 （日本語教育に関する事項） 

第38条 機構は，法第13条第１項第５号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

(1) 外国人留学生に対する日本語予備教育の実施 

(2) 日本語教育センターにおける教育の一環としての交流事業の実施 

 

   第７章 削除 

第39条 削除 

 

   第８章 催しの実施，情報及び資料の収集，整理及び提供その他留学生交流の

推進を図るための事業に関する事項 

 （留学生交流の推進を図るための事業に関する事項） 

第40条 機構は，法第13条第１項第７号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

 (1) 国内における留学に関する情報の収集，整理及び提供並びに留学に係る相談の
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実施 

 (2) 日本留学フェアの開催，海外事務所の設置等による海外における情報の収集，

整理及び提供並びに留学に係る相談の実施 

 (3) 外国人留学生と日本人学生等との交流事業の実施及び国際的なセミナー，シン

ポジウム等の開催等に対する支援 

 (4) 帰国した留学生に対する支援 

 

   第９章 研修並びに情報及び資料の収集，整理及び提供に関する事項 

 （研修並びに情報及び資料の収集，整理及び提供に関する事項） 

第41条 機構は，法第13条第１項第８号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

 (1) 大学等が学生等に対して行う修学，進路選択，心身の健康その他の事項に関す

る相談及び指導に係る業務に関し，大学等の教育関係職員にする専門的，技術的

な研修の実施 

 (2) 転学,就職,ボランティア活動,メンタルヘルス等,学生等の修学,進路選択,心身

の健康等に関する情報及び資料の収集，整理並びに提供 

 (3) 就職指導ガイダンスの実施 

 (4) 地域単位で大学が連合してサービスの提供及び各種交流事業を行う学生支援組

織の形成に係る協力 

 

   第10章 調査及び研究に関する事項 

 （調査及び研究に関する事項） 

第42条 機構は，法第13条第１項第９号の業務として，次に掲げるものを行うものと

する。 

 (1) 学生の生活実態等に関する調査研究 

 (2) 精神若しくは身体に障害のある学生等への支援に関する調査研究 

 (3) その他機構の事業運営において必要な調査研究 

 (4) 調査及び研究の成果についての公表等に関すること。 

 

   第11章 附帯業務に関する事項 

第43条 機構は，第３条，第30条の２の２及び第31条から第42条までに定める業務に

附帯する業務を行うものとする。 

 

   第12章 施設の供用に関する事項 

 （施設の供用に関する事項） 

第44条 機構は，特に必要があると認めるときは，施設をその本来の用途又は目的を

妨げない限度において，別に機構が定めるところにより貸し付けることができる。 

２ 機構は，前項に定める業務を行う場合には，適正な対価を徴収することができる

ものとする。 
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   第13章 業務委託の基準 

 （業務委託の基準） 

第45条 機構は，業務を委託することにより効果的に当該業務を遂行することができ

ると認められ，かつ，委託することによりすぐれた成果を得ることが十分に期待さ

れることができる業務について，それらの業務を行うに適当な能力を有する機構以

外の者に委託することができる。 

２ 受託者の選定及び契約の方法等については，機構が定める規程によるものとする。 

 

第14章 競争入札その他契約に関する基本的事項 

 （競争入札その他契約に関する基本的事項） 

第46条 機構は，売買，貸借，請負その他の契約を締結する場合においては，すべて

公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし，予定価格が

少額である場合その他規程で定める場合は，指名競争又は随意契約によることがで

きる。 

２ 政府調達に関する協定（平成７年条約第23号），政府調達に関する協定を改正す

る議定書（平成26年条約第４号）によって改正された協定その他の国際約束の適用

を受ける契約については，国際約束に定められた調達手続きによるものとする。 

 

第15章 役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法，法又は他の法令に適合

することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するた

めの体制の整備に関する事項 

（内部統制に関する基本方針） 

第47条 機構は，役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法，法又は他の法令に適

合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制を

整備するとともに，継続的にその見直しを図るものとする。 

（運営に関する基本的事項） 

第48条 機構は，運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。 

２ 機構は，役員及び職員（以下「役職員」という。）の倫理及び行動に関する規程

を定めるものとする。 

（理事会の設置及び役員の分掌に関する事項） 

第49条 機構は，理事会の設置及び役員の分掌に関する規程を整備するものとし，こ

れに次に掲げる事項を定める。 

(1) 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化 

(2) 理事長の意思決定を補佐する理事会の設置 

(3) 役員の事務分掌明示による責任の明確化 

(4) 各事業の部門会議の開催 

（中期計画等の策定及び評価に関する事項） 

第50条 機構は，中期計画等の策定及び評価に関する規程を整備するものとし，これ
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に次に掲げる事項を定める。 

(1) 中期計画等の策定過程の整備 

(2) 中期計画等の進捗管理体制の整備 

(3) 中期計画等に基づき実施する業務の評価体制の整備 

(4) 中期計画等の進捗状況のモニタリング 

(5) 部門の業務手順の作成 

(6) 評価活動の適切な運営に関する事項 

ア 業務手順に沿った運営の確保 

イ 業務手順に沿わない業務執行の把握 

ウ 恣意的とならない業務実績評価 

(7) 第４号のモニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成 

（内部統制の推進に関する事項） 

第51条 機構は，内部統制の推進に関する規程を整備するものとし，これに次に掲げ

る事項を定める。 

(1) 役員を構成員とする内部統制委員会の設置 

(2) 内部統制を担当する役員の決定 

(3) 内部統制推進部門の指定及び各単位の推進責任者の指定 

(4) 内部統制を担当する役員，内部統制推進部門及び推進責任者間における報告会

の実施 

(5) 内部統制を担当する役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検討 

(6) 内部統制を担当する役員と職員との面談の実施 

(7) 内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用 

(8) 内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用 

(9) 研修の実施 

(10) コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等 

(11) 反社会的勢力への対応方針等 

（リスク評価と対応に関する事項） 

第52条 機構は，業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別，分析及び評

価し，当該リスクへの適切な対応を可能とする規程を整備するものとし，これに次

に掲げる事項を定める。 

(1) リスク管理委員会の設置 

(2) 部門ごとの業務フロー図の作成 

(3) 業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析 

(4) 把握したリスクに関する評価及びリスク低減策の検討 

(5) リスク顕在時における対応方針，広報方針及び体制 

(6) 保有施設の点検及び必要な整備 

(7) 事故及び災害等の緊急時に関する事項 

ア 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及び計画に基づく訓練等の実施 

イ 事故及び災害時の対策本部の設置並びに構成員の決定 
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ウ 事故及び災害時の初動体制の構築並びに情報収集の迅速な実施  

（情報システムの整備と利用に関する事項） 

第53条 機構は，情報システムの整備及び利用に関する規程を整備するものとし，こ

れに次に掲げる事項を定める。なお，業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速

やかに行うものとする。 

(1) 情報システムの整備に関する事項 

ア 業務執行に係る意思決定プロセス及び経費支出の承認プロセスに係るチェッ

クシステムの構築 

イ 理事長の指示及び機構のミッションが確実に役職員に伝達される仕組み 

ウ 職員から役員に必要な情報が伝達される仕組み 

(2) 情報システムの利用に関する事項 

ア 業務システムを活用した効率的な業務運営 

イ 業務実施上必要な情報を利用可能な形式に整えて活用できるようにするため

の事項 

(ア) 保有するデータの所在情報の明示 

(イ) データへのアクセス権の設定 

(ウ) データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築 

(エ) 各部門で作成されたデータのデータ変換ツール等の導入・活用方針の策定 

（情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する事項） 

第54条 機構は，情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程を整備する

ものとし，これに次に掲げる事項を定める。 

(1) 情報セキュリティの確保に関する事項 

ア 情報システムのぜい弱性対策，アクセスログの定期的点検及び情報リテラシ

ーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整

備及び運用されていることを担保するための有効な手段の確保 

イ 情報漏えいの防止 

(2) 個人情報保護に関する事項 

ア 個人情報保護に係る点検活動の実施 

イ 「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）

４－８（別添）行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関

する指針」の遵守 

（監事及び監事監査に関する事項） 

第55条 機構は，監事及び監事監査に関する規程を整備するものとし，これに次に掲

げる事項を定める。 

(1) 監事に関する事項 

ア 監事監査に関する規程の整備に対する監事の関与 

イ 理事長と常時意思疎通を確保する体制 

ウ 監事の職務を補助すべき者（以下「補助職員」という。）の独立性に関する

こと（監事の指揮命令権，監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する
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監事の関与）。 

エ 組織に関する規程における権限の明確化 

オ 監事及び会計監査人と理事長との会合の定期的な実施 

(2) 監事監査に関する事項 

ア 監事監査に関する規程に基づく監査への協力 

イ 補助職員への協力 

ウ 監査結果の業務への適切な反映及び改善状況の報告 

エ 監査報告の主務大臣及び理事長への報告 

(3) 監事によるモニタリングに必要な事項 

ア 監事の理事会等重要な会議への出席 

イ 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧及び調査できる仕組み 

ウ 機構の財産の状況を調査できる仕組み 

エ 監事と会計監査人との連携 

オ 監事と内部監査担当部門との連携 

カ 役職員の不正，違法及び著しい不当事実の監事への報告義務 

キ 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務  

（内部監査に関する事項） 

第56条 機構は，内部監査担当部門を設置し内部監査を実施するとともに，内部監査

の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。 

（公益通報に関する事項） 

第57条 機構は，公益通報に関する規程を整備するものとし，これに次に掲げる事項

を定める。 

(1) 公益通報窓口の設置 

(2) 公益通報者の保護 

(3) 公益通報が，内部統制を担当する理事及び監事に確実かつ内密に報告される仕

組みの整備 

（入札及び契約に関する事項） 

第58条 機構は，入札及び契約に関する規程を整備するものとし，これに次に掲げる

事項を定める。 

(1) 監事及び外部有識者（学識経験者を含む。）を構成員とする契約監視委員会の

設置 

(2) 入札不調等により中期計画等の達成が困難となる場合の対応方針  

(3) 談合情報がある場合の緊急対応 

(4) 契約事務の適切な実施及び相互けん制の確立 

（予算の適正な配分に関する事項） 

第59条 機構は，運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確

保するための体制整備及び評価結果を予算の配分等に活用する仕組みの整備を行う

ものとする。 

（情報の適切な管理及び公開に関する事項） 
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第60条 機構は，情報の適切な管理及び公開に関し，文書管理に関する規程を整備し，

機構の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに，財務情報

を含む法人情報のインターネット等を用いた公開に関する規程を整備するものとす

る。 

（職員の人事及び懲戒に関する事項） 

第61条 機構は，職員（非常勤職員等を含む。）の人事管理方針に関する規程を整備

するものとし，これに次に掲げる事項を定める。 

(1) 業務の適正を確保するための定期的な人事ローテーション 

(2) 職員の懲戒基準 

(3) 長期在籍者の存在把握 

 

   第16章 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 

 （役員等の責任の一部免除又は限定） 

第62条 機構は，役員及び会計監査人（以下この条において「役員等」という。）の

通則法第25条の２第１項の賠償責任について，役員等が職務を行うにつき善意でか

つ重大な過失がない場合に，責任の原因となった事実の内容，当該役員等の業務の

執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは，文部科学大臣の承認

によって，賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として，免

除することができる。 

（実施の細目） 

第63条 機構は，この業務方法書に定めるもののほか，機構の業務に関し必要な事項

を定めることができる。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，平成16年４

月１日から適用する。 

 （従前の被貸与者に関する経過措置） 

第２条 施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については，なお

従前の例による。この場合において，旧業務方法書（日本育英会業務方法書（平成

15年3月31日文部科学大臣認可）をいう。以下同じ。）第３条，第10条，第14条第４

項，第21条，第33条及び第34条中「本会」とあるのは「機構」と，第４条第１項の

表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法

（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学法人（以下「国立大学法

人」という。）が設置する高等学校」と，「国立及び公立の大学」とあるのは「地

方公共団体及び国立大学法人が設置する大学」と，「国立および公立の高等専門学

校」とあるのは「地方公共団体及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する

高等専門学校」と，「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国，地方公共団体及

び国立大学法人が設置する専修学校」とする。 
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２ 前項によりなお従前の例によることとされる場合における旧業務方法書による改

正前の日本育英会業務方法書（昭和58年５月９日文部大臣認可）第３条第２項，第

11条第３項，第13条の７，第25条及び第26条中「本会」とあるのは「機構」とする。 

３ 第24条の３から第24条の８までの規定は，第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる奨学金の返還（旧業務方法書第３条第１項に規定する奨学金に係る

ものに限る。）について準用する。この場合において，第24条の３第１項中「第18

条」とあるのは「附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる

場合における日本育英会業務方法書（平成15年３月31日文部科学大臣認可）第14条」

と，第24条の４第２項中「第18条第２項の規定にかかわらず，適用期間」とあるの

は「適用期間」とする。 

４ 第24条の３から第24条の７までの規定は，第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる奨学金の返還（旧業務方法書による改正前の日本育英会業務方法書

（昭和58年５月９日文部大臣認可）第３条第２項に規定する奨学金に係るものに限

る。）について準用する。この場合において，第24条の３第１項中「第18条」とあ

るのは「附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる日本育英

会業務方法書（平成15年３月31日文部科学大臣認可）による改正前の日本育英会業

務方法書（昭和58年５月９日文部大臣認可）第11条」と，第24条の４第２項中「第

18条第２項の規定にかかわらず，適用期間」とあるのは，「適用期間」と読み替え

るものとする。  

（業務の特例に関する経過措置） 

第３条 法附則第14条第１項の規定により機構が行う業務については，旧業務方法書

第２条（高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。），第３条第１項及

び第２項，第４条第１項（高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。），

第８条第１項第１号及び第２項，第９条から第13条，第14条（第２項を除く。），

第15条から第22条，第23条（第２項を除く。），第24条，第25条，第28条（第３号

を除く。）及び第30条の規定は，なお効力を有する。この場合において，旧業務方

法書第２条，第３条第１項，第８条，第９条，第10条，第14条第4項，第21条及び第

24条第２項第３号中「本会」とあるのは「機構」と，第２条中「日本育英会法施行

令（昭和59年政令第253号。）」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行

令（平成16年政令第２号。）附則第11条の規定によりなお効力を有することとなる

廃止前の日本育英会法施行令（昭和59年政令第253号）」と，第４条第１項の表中

「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法（平成

15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学法人（以下「国立大学法人」と

いう。）が設置する高等学校」と，「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国，

地方公共団体及び国立大学法人が設置する専修学校」と，第８条中「連帯保証人と

連署の上の確認書」とは「申請書」と，「会長」とあるのは「理事長」と，「本会

支部長」とあるのは「理事長」とする。 

２ 法附則第14条第１項の規定により機構が行う業務については，旧選考採用規程

（奨学生の選考及び採用に関する規程（昭和59年８月21日達第761号）をいう。以下
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同じ。）第３条第１項第５号（高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。

以下本条において同じ。），第４条，第５条第１号，第２号及び第４号並びに第９

条第２項の規定は，なおその効力を有する。この場合において，旧選考採用規程第

５条第１号中「本会」とあるのは，「機構」とする。 

３ 第24条の３から第24条の７までの規定は，第１項の規定によりなお効力を有する

こととされる規定に基づき機構が法附則第14条第１項に規定する業務を行う場合に

おける奨学金の返還について準用する。この場合において，第24条の３第１項中

「第18条」とあるのは「附則第３条第１項の規定によりなお効力を有することとさ

れる場合における旧業務方法書第14条」と，第24条の４第２項中「第18条第２項の

規定にかかわらず，適用期間」とあるのは，「適用期間」と読み替えるものとする。 

 （報奨金） 

第４条 要返還者等（要返還者等のうち，要返還者が平成16年度に機構と貸与契約を

締結した者に限る。）が第一種奨学金に係る最終の割賦金の返還期日の４年前まで

に第一種奨学金の返還未済額の全部を一時に返還したときは，その者に対し，当該

返還により繰上返還したこととなる第一種奨学金に係る割賦金の金額につき５パー

セントの割合で計算した金額を報奨金として支払うものとする。ただし，返還を開

始した日の翌日から起算して７年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)

経過した後に返還未済額の全部を一時に返還したときに支払う報奨金は，当該返還

により繰上返還したこととなる第一種奨学金に係る割賦金の金額につき３パーセン

トの割合で計算した金額とする。 

 （経過措置） 

第５条 附則第１条の規定の適用前に，日本育英会が旧業務方法書の規定によりした

処分，手続その他の行為，及び，法附則第13条の表の上欄に掲げる法人がした処分，

手続きその他の行為であって同条の規定に基づき機構が承継した権利，義務に係る

ものについては，この業務方法書中の相当する規定によりした処分，手続その他の

行為とみなす。 

（学生支援緊急給付金及び緊急特別無利子貸与型奨学金等） 

第６条 令和２年度において，機構は法第13条第１項第１号及び第２号の業務として，

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に，中華人民共和国から世界保健機関に対して，人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）

拡大による影響で，経済的理由により修学が困難となった者に対して，学生支援緊

急給付金の支給を行うものとする。 

２ 機構は，令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に採用した第二種奨学

生（新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト収入の減少等のため修学の

継続に困難があると認められた者に限る。）に貸与する貸与奨学金（以下次項及び

第４項において「緊急特別無利子貸与型奨学金」という。）に賦課される利息につ

いては，当該第二種奨学生から徴収しないものとし，緊急特別無利子貸与型奨学金

に要する資金に充てるために借入れた財政融資資金からの借入金又は発行した日本
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学生支援債券に係る利息については国費により補填するものとする。 

３ 第一種奨学金に併せて緊急特別無利子貸与型奨学金の貸与を受けようとする者に

係る選考のうち，当該第一種奨学金に係る部分は省令第21条第２項各号に掲げる基

準及び方法により行い，当該緊急特別無利子貸与型奨学金に係る部分は同令第22条

第２項各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 

４ 緊急特別無利子貸与型奨学金の貸与の終期は，令和４年３月とする。 

５ 第24条第１項第５号の事由による返還期限猶予の適用を既に10年以上受けている

者が，令和２年１月１日から令和３年３月末日までの間において，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により同項第５号の事由に該当することとなったときは，第24条

第３項ただし書の規定にかかわらず，機構は，当該貸与奨学金について１年以内の

返還期限猶予を認めることができるものとする。 

６ 第14条第１号から第５号までの規定にかかわらず，貸与を受けている第一種奨学

金について令第８条第１項の認定を受けようとする者が，新型コロナウイルス感染

症の影響により当該奨学金の貸与期間終了までの間に省令第36条に定める業績を挙

げることが困難となったときは，機構は，当該奨学生の申請に基づき，令和４年３

月を限度として１年の範囲内で当該奨学金の貸与の終期を延長することができる。

ただし，その間の当該奨学金の交付は休止するものとする。 

７ 機構は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により修学が困難となった第二種

奨学生であって，次の各号のいずれにも該当する者から申出があったときは，貸与

月額の１月分を当該奨学生が在学する大学等に交付するものとする。 

 (1) 採用される前に，在学する大学等から貸与月額の１月相当分の貸付（以下この

項において「採用前貸付」という。）を受けていること。 

 (2) 在学する大学等を採用前貸付の対象校とする契約を大学等と機構との間で締結

していること。 

（海外留学支援制度（学部学位取得型）及び海外留学支援制度（大学院学位取得型）

の特例） 

第７条 第35条の規定にかかわらず，機構は，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り学修・研究期間が延長した第34条第３号及び第４号に規定する者に対し，奨学金

等の給付期間を延長することができる。 

   附 則（平成17年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等）  

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書（以下「新業務方法書」という。）第８条第３項の規定は同項に掲げる省令の

規定が定める学校に平成17年４月１日以降に入学しようとする者に係る選考から，

新業務方法書第24条第１項第６号及び同条第２項第３号の規定は平成16年度以降に

採用される奨学生から，新業務方法書のその他の規定は平成17年４月１日から，そ

れぞれ適用する。  

２ この業務方法書の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き大学に在
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学する者であって施行日以後に奨学生に採用される者の第二種奨学金に係る第６条

第２項及び第３項並びに第７条の規定の適用については，なお従前の例による。  

３ 施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については，平成16年

度に採用された奨学生に係る新業務方法書第24条第１項第６号及び同条第２項第３

号の規定に基づく返還猶予を除き，なお従前の例による。 

   附 則（平成18年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書の規定は，平成18年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この業務方法書の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き大学等に

在学する者であって施行日以後に奨学生に採用される者の第二種奨学金に係る第６

条第２項及び第３項並びに第７条の規定の適用については，外国の大学又は外国の

大学院に留学する者を除き，なお従前の例による。 

３ 施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については，なお従前

の例による。 

４ 施行日前から，短期留学推進制度によりすでに短期留学生として支援を受けてい

る者の奨学金等の給付は，なお従前の例による。 

   附 則（平成19年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については，なお従前

の例による。この場合において，日本育英会業務方法書（平成15年３月31日文部科

学大臣認可）第２条中「並びに盲学校，聾学校及び養護学校」とあるのは，「及び

特別支援学校」とする。 

   附 則（平成20年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前の貸与契約（以下「旧貸与契約」という。）による第二種奨学金の貸与

については，なお従前の例による。 

３ 旧貸与契約により第二種奨学金の貸与を受けている者が，独立行政法人日本学生

支援機構法施行令の一部を改正する政令（平成20年政令第99号）による改正後の令

第２条第１項各号の最も高い月額又は変更後の業務方法書第６条第１項に規定する

月額を選択するために新たな貸与契約（以下｢新貸与契約｣という。）を行う場合の

取扱いについては，以下の各号に定めるところによる。 

(1) 新貸与契約における奨学生の選考に係る資料は，第９条第１項の規定にかかわ

らず，機構が別に定める書類とする。 
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 (2) 新貸与契約に係る第10条第１項の規定による保証人は，旧貸与契約に係る保証

契約における保証人と同一人とする。 

 (3) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る保証契約において，第10条第１項の規定によ

り自然人を保証人に立てる者は，同条第３項の規定にかかわらず，新貸与契約に

よる貸与期間終了のときにおいて当該保証人に加えて別の自然人１人を保証人に

立てることを要するものとする。この場合において，旧貸与契約の保証人及び新

貸与契約の保証人は同一人とする。 

(4) 新貸与契約に係る奨学金の申込みについては，第11条第１項の規定にかかわら

ず，機構が別に定める書類をその者が在学学校長（外国の大学又は外国の大学院

に留学して第二種奨学金の貸与を受けている者は理事長）に提出することを要す

るものとする。 

(5) 新貸与契約に係る奨学生の推薦については，第11条第３項の規定にかかわらず，

在学学校長が，機構が別に定める書類を機構に提出することにより行うものとす

る。 

(6) 新貸与契約により奨学生として採用された場合は，採用された月の前月をもっ

て，旧貸与契約による奨学金を辞退したものとみなす。 

 (7) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る返還誓約書については，第17条の規定にかか

わらず，新貸与契約による奨学金の貸与期間が終了したときに，機構の定めると

ころにより，一の返還誓約書として，在学学校長を経て提出するものとする。 

(8) 第５号の規定により機構が別に定める書類（外国の大学又は外国の大学院に留

学して第二種奨学金の貸与を受けている者にあっては，第４号の規定により機構

が別に定める書類）の提出をもって，第24条第１項第２号の規定による返還期限

の猶予の願い出があったものとみなす。 

４ 施行日前の短期留学推進制度により平成19年度奨学生として採用され，平成21年

２月まで我が国へ短期留学する外国人留学生については，施行日以降，短期外国人

留学生支援制度にて支援する。 

附 則（平成20年10月24日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。  

附 則（平成21年４月１日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に奨学生として採用された者及び施行日以後平成22年３月31日までの間

に奨学生として採用される者の奨学金の貸与及び奨学金の返還については，業務方

法書第10条，第11条第１項（個人信用情報の取扱いに関する同意書に係る部分を除

く。），第16条第１項，第17条（提出時期及び貸与した奨学金の額に係る部分に限

る。），第22条第１項並びに変更前の業務方法書第12条の２及び第12条の３の規定

は，なお従前の例による。 
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３ 施行日前の貸与契約（以下「旧貸与契約」という。）により奨学金の貸与を受け

ている者が，独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令（平成

21年政令第74号）による改正後の令第１条第１項の表の上欄に掲げる学校等及び通

学形態の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に定める額のうち最も低い額を選択する

ために，新たな貸与契約（以下｢新貸与契約｣という。）を行う場合の取扱いについ

ては，以下の各号に定めるところによる。 

(1) 新貸与契約における奨学生の選考に係る資料は，第９条第１項の規定にかかわ

らず，機構が別に定める書類とする。 

(2) 新貸与契約に係る変更前の業務方法書第10条第１項の規定による保証人は，旧

貸与契約に係る保証契約における保証人と同一人とする。 

(3) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る保証契約において，変更前の業務方法書第10

条第１項の規定により自然人を保証人に立てる者は，同条第３項の規定にかかわ

らず，新貸与契約による貸与期間終了のときにおいて当該保証人に加えて別の自

然人１人を保証人に立てることを要するものとする。この場合において，旧貸与

契約の保証人及び新貸与契約の保証人は同一人とする。 

(4) 新貸与契約に係る奨学金の申込みについては，第11条第１項の規定にかかわら

ず，機構が別に定める書類をその者が在学学校長に提出することを要するものと

する。 

(5) 新貸与契約に係る奨学生の推薦については，第11条第３項の規定にかかわらず，

在学学校長が，機構が別に定める書類を機構に提出することにより行うものとす

る。 

(6) 新貸与契約により奨学生として採用された場合は，採用された月の前月をもっ

て，旧貸与契約による奨学金を辞退したものとみなす。 

(7) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る返還誓約書については，変更前の業務方法書

第17条の規定にかかわらず，新貸与契約による奨学金の貸与期間が終了したとき

に，機構の定めるところにより，一の返還誓約書として，在学学校長を経て提出

するものとする。 

(8) 第５号の規定により機構が別に定める書類の提出をもって，第24条第１項第２

号の規定による返還期限の猶予の願い出があったものとみなす。 

４  施行日前の短期外国人留学生支援制度又は短期留学推進制度により平成20年度奨

学生として採用され，平成22年２月まで我が国へ短期留学する外国人留学生，又は

外国へ短期派遣される留学生については，施行日以降，留学生交流支援制度にて支

援する。 

附 則（平成21年７月６日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

 この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書第10条第１項及び第２項並びに第22条の規定は，平成21年６月１日以降に第11条

第３項の推薦を受けた者で，平成21年８月１日以降に留学し奨学金の貸与を受けるも

のに係る保証契約から適用する。 
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附 則（平成22年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，平成 22年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 施行日前の先導的留学生交流プログラム支援制度により，施行日の前日において

奨学金等の給付を受けていた者で，施行日以後引き続き奨学金等の給付を受ける者

については，施行日以降，留学生交流支援制度にて支援する。 

附 則（平成22年８月20日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務

方法書別表第１から別表第３は，平成23年度以降に採用される者に係る選考から適

用する。 

 （経過措置） 

２ 平成23年３月31日までの間に奨学生として採用される者の選考に係る業務方法書

別表第１から別表第３の適用については，なお従前の例による。 

附 則（平成22年12月27日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，平成 23年１月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 第24条の３から第24条の８までの規定は，業務方法書（平成17年４月１日文部科

学大臣認可）附則第３項，業務方法書（平成18年４月１日文部科学大臣認可）附則

第３項及び業務方法書（平成19年４月１日文部科学大臣認可）附則第２項の規定に

よりなお従前の例によることとされる奨学金の返還について準用する。 

附 則（平成23年３月31日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，平成23年４月１日から施行し，変更後の業務方法書第14条第

２号及び第４号の規定は，平成23年度以降に奨学生として採用される者に係る貸与

期間から適用する。 

（経過措置） 

２ 変更前の業務方法書第14条第２号の規定により平成22年度から第一種奨学金の貸

与を受ける者の貸与の終期は，変更後の業務方法書第14条第２号の定めるところに

よる。 

   附 則（平成24年１月23日文部科学大臣変更認可） 

 この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書の規定は，平成24年１月１日から適用する。 

附 則（平成24年３月26日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書（以下「新業務方法書」という。）第４条第５項及び第６項の規定並びに別表第４
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は平成24年度以降に採用される奨学生から，新業務方法書のその他の規定は平成24年

４月１日から，それぞれ適用する。 

附 則（平成25年３月29日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，平成25年４月１日から施行し，変更後の業務方法書第35条の表

の短期派遣の奨学金月額は，平成25年度以降に新たに派遣される者から適用する。 

附 則（平成25年７月５日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書別表第１から別表第３は，平成26年度以降に採用される者に係る選考から適用

する。 

 （経過措置） 

２ 平成26年３月31日までの間に奨学生として採用される者の選考に係る業務方法書

別表第１から別表第３の適用については，なお従前の例による。 

附 則（平成25年12月27日文部科学大臣変更認可） 

 この業務方法書は,文部科学大臣の認可のあった日から施行し,変更後の業務方法書

の規定は,平成26年１月１日以降外国の大学及び外国の大学院に入学する者に係る選考

から適用する。 

附 則（平成26年３月31日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，平成26年４月１日から施行し，変更後の業務方法書第８条第

６項及び第７項の規定は，平成26年度以降新たに長期派遣制度又は短期派遣制度に

おける奨学金等の給付を受ける者から，別表第１から別表第４は，平成27年度以降

に奨学生として採用される者に係る選考から適用する。 

 （奨学生の選考に関する経過措置） 

２ 平成27年３月31日までの間に奨学生として採用される者の選考に係る業務方法書

別表第１から別表第４の適用については，なお従前の例による。 

（延滞金の取扱いに関する経過措置） 

３ 施行日前の貸与契約により奨学金を返還している者の延滞金の取扱いについては，

第19条第２項及び第21条の規定にかかわらず，次の各号に定めるところによる。 

(1) 平成17年４月１日前の貸与契約による第一種奨学金に係る延滞金の額は，その

延滞している割賦金の額に各返還期日から６月を経過した日（以下「延滞金賦課日」

という。）ごとに，その６月について延滞金賦課日が平成26年３月31日までに該当

するときは５パーセント，平成26年４月１日以降に該当するときは2.5パーセント

の割合を乗じて計算した額の合計額とする。ただし，平成10年３月以降貸与が終了

した第一種奨学金及び口座振替の方法による返還の手続を行った第一種奨学金に係

る延滞金の額は，延滞金賦課日が平成26年３月27日までに該当するときは５パーセ

ント，平成26年３月28日以降に該当するときは2.5パーセントの割合を乗じて計算

した額の合計額とする。 

(2) 平成17年４月１日以降の貸与契約による第一種奨学金，及び第二種奨学金に係
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る延滞金の額は，その延滞している割賦金（第二種奨学金については利息を除く。）

の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて，平成26年３月31日まで

は年（365日当たり）10パーセント，平成26年４月１日以降は年（365日当たり）５

パーセントの割合を乗じて計算した額の合計額とする。ただし，平成10年３月以降

貸与が終了した奨学金及び口座振替の方法による返還の手続を行った奨学金に係る

延滞金の額は，返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて，平成26年３月

27日までは年（365日当たり）10パーセント，平成26年３月28日以降は年（365日当

たり）５パーセントの割合を乗じて計算した額の合計額とする。 

 (3) 令第５条第５項による機構の請求があったにもかかわらず，要返還者等が機構

の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは，その延滞してい

る返還未済額（利息を除く。）の全部につき延滞金を徴するものとする。この場

合においては，前２号中「割賦金」とあるのは「返還未済額の全部」と読み替え

るものとする。 

 （海外留学支援制度に関する経過措置） 

４ 施行日前の留学生交流支援制度により，施行日の前日において奨学金等の給付を

受けていた者で，施行日以後引き続き奨学金等の給付を受ける者については，施行

日以降，海外留学支援制度にて支援する。 

   附 則（平成26年８月18日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書第35条の規定は，平成27年度以降に高等専門学校に編入学する者から，第46条の規

定は，平成26年４月16日から適用する。 

   附 則（平成27年４月１日文部科学大臣変更認可） 

 （施行期日） 

１ この業務方法書は，平成27年４月１日から施行し，変更後の業務方法書別表第１

及び別表第３の規定は，平成28年度以降に奨学生として採用される者に係る選考か

ら適用する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前から海外留学支援制度又は官民協働海外留学支援制度により既に支援を

受けている者の奨学金等の給付については，なお従前の例による。 

附 則（平成27年９月17日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書第８条第３項の規定は，平成28年度以降に奨学生として採用される者に係る推薦か

ら適用する。 

   附 則（平成28年１月４日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。  

附 則（平成28年３月31日文部科学大臣変更認可） 

（施行期日） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書第14条第８号の規定は，平成28年４月１日以降に奨学生として採用される者
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（平成28年度に入学又は留学したときに奨学金の貸与を受けようとして第12条又は

第12条の２の規定により採用候補者となった者を除く。）に係る貸与契約から，別

表第２及び別表第３の規定は，平成29年度以降に奨学生として採用される者に係る

選考から，その他の規定は平成28年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成29年３月31日までの間に奨学生として採用される者の選考に係る業務方法書

別表第２及び別表第３の適用については，なお従前の例による。 

   附 則（平成28年８月26日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。  

附 則（平成28年10月19日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成29年３月31日以前に奨学生として採用される者のうち業務方法書第８条第５

項の規定による推薦を受けた者に係る貸与の始期については，第14条第３号ただし

書及び第６号ただし書中「４月」とあるのは「10月」とする。 

附 則（平成28年10月27日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書別記第１，第３，第４，第６，第10及び第12の規定は，平成29年４月１日以降

に大学等に入学する者であって，当該大学等で奨学生として採用されるものに係る

選考から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成29年３月31日までの間に奨学生として採用される者の選考に係る業務方法書

別記第１，第３，第４，第６，第10及び第12の適用については，なお従前の例によ

る。 

３ 平成28年度から引き続き大学等に在学する者であって，平成29年度以降に当該大

学等で奨学生として採用されるものの選考に係る業務方法書別記第１，第３，第４，

第６，第10及び第12の適用については，なお従前の例による。 

附 則（平成29年１月27日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書第21条の２の規定は，平成28年４月１日以後に発生した自然災害に係る自然災

害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく債務整理を申請する者か

ら，第35条の規定は，施行日後に採用する留学生に係る奨学金等の給付から適用す

る。 

（経過措置） 

２ 施行日前から官民協働海外留学支援制度により既に支援を受けている者の奨学金

等の給付については，なお従前の例による。 
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附 則（平成29年３月31日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，平成29年４月１日から施行し，変更後の業務方法書第４条第

５項，第17条の２，第18条の２，第18条の３，第24条第４項及び第24条の３第１項

の規定は，平成29年４月１日以降に貸与奨学生として採用される者から，第５条の

２の規定は，平成30年４月１日以降に大学等に入学する者に係る選考から，第30条

の２から第30条の19及び別記14の規定は，平成29年４月１日以降に大学又は専修学

校の専門課程に入学する者及び高等専門学校の第３学年から第４学年に進級する者

から，別記第１（第１項第４号及び第２項第４号を除く。）の規定は，平成29年４

月１日以降に大学等に入学する者（平成29年度に入学する者においては，当該大学

等で貸与奨学生として採用されるものに限る。）に係る選考から，別記第１（第１

項第４号及び第２項第４号に限る。），第３，第４，第６，第10及び第12の規定

は，平成29年度以降に貸与奨学生として採用される者（平成29年度に大学等に入学

する者で省令第21条第１項第１号及び第２号に該当するものを除く。）に係る選考

から適用する。ただし，第34条第及び第35条の規定は，平成29年４月24日から施行

する。 

（経過措置） 

２ 平成29年３月31日までに貸与奨学生として採用された者に係る業務方法書第４条

第５項，第24条第４項及び第24条の３第１項の規定は，なお従前の例による。 

３ 平成29年度に大学等に入学し，業務方法書第13条第１項の規定に基づき貸与奨学

生として採用される者に係る同第11条第１項の適用については，なお従前の例によ

る。 

４ 平成28年度から引き続き大学等に在学する者であって，平成29年度以降に当該大

学等で貸与奨学生として採用されるものの選考に係る業務方法書別記第１の適用に

ついては，なお従前の例による。 

５ 業務方法書第12条の規定により第一種奨学生の採用候補者に決定し，平成29年度

に大学等に入学した者に係る変更後の業務方法書第17条の２の適用にあたっては，

第１項及び第２項中「貸与奨学金の申込時」とあるのは「大学等に入学後，機構が

定める所定の手続きをとるとき」とする。 

６ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までに大学又は専修学校の専門課程に入

学する者及び高等専門学校の第３学年から第４学年に進級する者については，変更

後の業務方法書第30条の２中「大学等(大学，高等専門学校及び専修学校の専門課程

をいう。第30条の９において同じ。)に在学する特に優れた学生等」とあるのは「私

立の大学等(大学，高等専門学校及び専修学校の専門課程をいう。)に在学し，自宅

外から通学する特に優れた学生等」と，「極めて修学に困難がある者」とあるのは

「極めて修学に困難がある者又は大学等に在学する特に優れた学生等であって社会

的養護を必要とする者」と，第30条の６第１項中「別記第14に規定する基準を満た

すものとして高等学校，専修学校の高等課程及び高等専門学校において定める基準

によるものとする」とあるのは「別記第14（第３号イを除く。）に定める基準によ
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るものとする」と，同条第２項中「省令第23条の２第１項第２号に規定する高等学

校等卒業者」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改

正する省令（平成29年文部科学省令第25号）附則第２項に規定する者」と，同項及

び第３項中「２年以内」とあるのは「３年以内」と，第30条の７第２項中「属する

年度分の」とあるのは「属する年度の前年度分の」と，第30条の８第１項中「遵守

事項及び機構が個人番号を利用して当該給付奨学金の支給を受けようとする者の情

報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表

第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第53条各号に規定される情報に

限る。）を取得し，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第57条各号に規定される

事務に利用すること（法第13条第１項第１号に規定する学資の支給に関する業務を

実施するために必要な地方税関係情報の取得を含む。以下「個人番号利用」とい

う。）等に同意する旨と併せて，当該給付奨学金の支給を受けようとする者の生計

を維持する者に係る個人番号利用については，当該の生計を維持する者が同意」と

あるのは「遵守事項に同意」と，「校長又は理事長に提出し，かつ，当該給付奨学

金の支給を受けようとする者及びその者の生計を維持する者の個人番号及び機構が

定める書類を機構が指定する方法により理事長に提出するとともに，インターネッ

トを通じて給付奨学金の申込みに係る所定の事項（以下「給付奨学金申込データ」

という。）を収入に関する資料等に基づき機構に送信するものとする。ただし，機

構が特に認める場合には，インターネットを通じて給付奨学金申込データを機構に

送信することに代えて，給付奨学金振込口座届その他の機構の定める書類を，次の

各号の区分に応じ，校長又は理事長に」とあるのは「学校の長に」と，同条第３項

中「省令第23条の２」とあるのは「省令第23条の２及び独立行政法人日本学生支援

機構に関する省令の一部を改正する省令（平成29年文部科学省令第25号）附則第２

項」と，「校長の推薦」とあるのは「学長又は校長の推薦」と，「機構が各高等学

校等（高等学校，中等教育学校の後期課程，特別支援学校の高等部及び専修学校の

高等課程をいう。以下同じ。）及び高等専門学校に対して提示する人数の範囲内で

（機構が別に定める要件に該当する者については，当該人数の範囲外で）校長が」

とあるのは「学長又は校長が」と，第30条の10中「前条の採用候補者がそれぞれ給

付奨学金の支給に係る学校等に前条による決定後の直近の入学日（特別の場合は機

構が別に定める期日）に入学したときは，６月以内にこれをそれぞれの」とあるの

は「省令第23条の２第１項各号のいずれかに該当する者について，省令第20条の選

考の結果に基づき，そのつどそれぞれの」と，第30条の11中「遵守事項，個人番号

利用及び給付奨学金の交付の取りやめに関する事項等に同意する旨と併せて，当該

給付奨学生の生計を維持する者に係る個人番号利用については，当該の生計を維持

する者が同意する旨を表示した誓約書」とあるのは「遵守事項及び給付奨学金の交

付の取りやめに関する事項等に同意する旨を表示した誓約書」と，第30条の14及び

第30条の18中「個人番号利用等により得た収入に関する情報」とあるのは「収入に

関する情報」と，別記第14中「推薦基準において満たすべき基準」とあるのは「推
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薦基準」と，同第３号中「申込時」とあるのは「原則として第３学年の第２学期

（２学期制の学校においては前期）」と，「次の」とあるのは「次のうちイを除

く」と，同第４号中「属する年度分の」とあるのは「属する年度の前年度分の」と

し，第30条の９は適用しないものとする。 

７ 平成30年４月１日から平成31年３月31日までに大学又は専修学校の専門課程に入

学する者及び高等専門学校の第３学年から第４学年に進級する者については，変更

後の業務方法書第30条の８第１項中「遵守事項及び機構が個人番号を利用して当該

給付奨学金の支給を受けようとする者の情報（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を

定める命令第53条各号に規定される情報に限る。）を取得し，行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める

事務を定める命令第57条各号に規定される事務に利用すること（法第13条第１項第

１号に規定する学資の支給に関する業務を実施するために必要な地方税関係情報の

取得を含む。以下「個人番号利用」という。）等に同意する旨と併せて，当該給付

奨学金の支給を受けようとする者の生計を維持する者に係る個人番号利用について，

当該の生計を維持する者が同意」とあるのは「遵守事項に同意」と，「かつ，当該

給付奨学金の支給を受けようとする者及びその者の生計を維持する者の個人番号及

び機構が定める書類を機構が指定する方法により理事長に提出するとともに，」と

あるのは「かつ，」と，第30条の11中「遵守事項，個人番号利用」とあるのは「遵

守事項」と，第30条の14及び第30条の18中「及び個人番号利用等により得た収入に

関する情報」とあるのは「及び収入に関する情報」とする。 

８ 変更前の業務方法書附則の適用にあたっては，業務方法書（平成18年４月１日文

部科学大臣変更認可）附則第４項，業務方法書（平成20年４月１日文部科学大臣変

更認可）附則第４項，業務方法書（平成21年４月１日文部科学大臣変更認可）附則

第４項，業務方法書（平成22年４月１日文部科学大臣変更認可）附則第２項，業務

方法書（平成25年３月29日文部科学大臣変更認可）附則，業務方法書（平成26年３

月31日文部科学大臣変更認可）附則第１項中の「奨学金」及び第４項，業務方法書

（平成27年４月１日文部科学大臣変更認可）附則第２項並びに業務方法書（平成29

年１月27日文部科学大臣変更認可）附則を除き，「奨学金」とあるのは「貸与奨学

金」と,「奨学生」とあるのは「貸与奨学生」とし,業務方法書（平成26年３月31日

文部科学大臣変更認可）附則第３項中の「令第５条第４項」とあるのは「令第５条

第５項」とする。 

９ 変更後の業務方法書第24条の３，第24条の４及び第24条の６から第24条の８まで

の規定は，業務方法書（平成17年４月１日文部科学大臣認可）附則第３項，業務方

法書（平成18年４月１日文部科学大臣認可）附則第３項及び業務方法書（平成19年

４月１日文部科学大臣認可）附則第２項の規定により，なお従前の例によることと

され,前項により読み替えられた貸与奨学金の返還について準用する。 

附 則（平成29年４月21日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 
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１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書第24条の３第３項，第24条の６，第24条の７及び第24条の８の規定は，返還期

日が平成29年５月以降の割賦金（第24条の３の適用を受けている割賦金を除く。）

から適用する。 

（経過措置） 

２ 変更後の業務方法書第24条の３，第24条の６から第24条の８までの規定は，業務

方法書（平成17年４月１日文部科学大臣認可）附則第３項，業務方法書（平成18年

４月１日文部科学大臣認可）附則第３項及び業務方法書（平成19年４月１日文部科

学大臣認可）附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学金の返

還について準用する。 

附 則（平成29年７月18日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の第30条の

15の２第１項から第４項までの規定は，平成29年４月１日以降に給付奨学生として採

用された者から適用する。 

附 則（平成30年４月26日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の第35条の

規定は，平成30年度以降に新たに実施する海外留学支援制度（協定派遣）による支援

について適用し，平成29年度に開始した海外留学支援制度（協定派遣）による支援に

ついては，なお従前の例による。 

附 則（平成30年５月11日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書第９条第１項の規定は，平成30年４月１日以降に行う貸与奨学生に係る選考か

ら，別記第１から第12までの規定は，平成30年４月１日以降に行う貸与奨学生に係

る推薦から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成31年３月31日までの間に貸与奨学生として採用される者の推薦に係る業務方

法書別記第５第１項，第５第２項（第12条の２の適用を受ける者に限る。），第６

第２項（第８条第７項の適用を受ける者に限る。），第８第１項（第12条の２の適

用を受ける者に限る。），第８第２項，第９第２項（省令第23条第１項第４号の適

用を受ける者に限る。）及び第９第３項（第８条第７項の適用を受ける者に限る。）

の適用については，なお従前の例による。 

３ 平成31年３月31日までの間に貸与奨学生として採用される者の推薦に係る業務方

法書別記第１から第12まで（前項に規定する者を除く。）の適用については，変更

前の業務方法書当該別記に定める各項第２号の健康についての基準を除き，なお従

前の例による。 

４ 平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間に貸与奨学生として採用される

者を対象として平成30年度に行う推薦に係る業務方法書別記第１第１項，第５第１

項（省令第22条第１項第３号の適用を受ける者に限る。），第５第２項，第６第２
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項，第７第１項，第８第１項，第８第２項及び第９の適用については，変更前の業

務方法書当該別記に定める各項第２号の健康についての基準を除き，なお従前の例

による。 

５ 平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間に貸与奨学生として採用される

者を対象として平成31年度に行う推薦に係る業務方法書別記第５第１項，第５第２

項（第12条の２の適用を受ける者に限る。），第６第２項（第８条第７項の適用を

受ける者に限る。），第８第１項（第12条の２の適用を受ける者に限る。），第８

第２項，第９第２項（省令第23条第１項第４号の適用を受ける者に限る。）及び第

９第３項（第８条第７項の適用を受ける者に限る。）の適用については，変更前の

業務方法書当該別記に定める各項第２号の健康についての基準を除き，なお従前の

例による。 

附 則（令和２年１月24日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の第９条

第２項，第11条第６項及び第17条の２第１項の規定は，平成31年４月１日から適用

する。 

 （経過措置） 

２ 機構は，当分の間，この業務方法書による変更前の第39条に基づいて支給した助

成金に係る事務処理を行うものとする。 

附 則（令和２年３月31日文部科学大臣変更認可） 

（施行期日） 

１ この業務方法書は，令和２年４月１日から施行し，変更後の業務方法書第30条の

５の２から第30条の９まで及び第30条の12の規定は，令和２年度以降に給付奨学生

として採用される者に係る選考から適用する。 

 （経過措置） 

２ 大学等における修学の支援に関する法律附則第６条第１項に規定する旧学資支給

金（以下この項及び次項において単に「旧学資支給金」という。）の支給を受ける

者が，同法の施行後引き続き旧学資支給金の支給を受ける場合における，変更前の

業務方法書第30条の２から第30条の５の２までの規定及び第30条の12から第30条の

20までの規定の適用については，なお従前の例によるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，なお従前の例によるものとされた旧学資支給金の支給

に係る大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経

過措置に関する政令（令和元年政令第50号）第１条による改正前の令第８条の２第

４項の適用により加算される額については，この業務方法書の施行前に同項の適用

を受けた者が改正前の令第８条の２第１項に規定する支給対象校に入学した場合で

あっても重ねて支給されないものとする。   

４ 変更後の業務方法書第４条の２の規定は，施行日前に第一種貸与奨学金の貸与奨

学生として採用された者であって，第30条の10の適用を受けていないもの及び第２
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項の適用を受ける者については適用しないものとする。 

５ 令和２年度に給付奨学生として採用された者のうち独立行政法人日本学生支援機

構に関する省令の一部を改正する省令（令和元年文部科学省令第４号）附則第２項

の適用を受け大学等在学中に選考されたものが行う在籍状況の届出（４月に実施す

るものに限る。）において，当該年度の通学形態の区分変更に伴い給付奨学金の月

額を変更する場合は，変更後の業務方法書第30条の４第１項の規定にかかわらず，

次の各号に定める場合については当該各号に定める月に変更するものとする。 

(1)  在籍状況の届出が変更事由発生日の属する月から３月以内であって，自宅通学

から自宅外通学への区分変更を行うとき 変更事由発生日が属する月（変更事由

発生日が平成31年度中の場合は令和２年４月） 

(2)  在籍状況の届出が変更事由発生日の属する月から３月経過後であって，自宅通

学から自宅外通学への区分変更を行うとき 当該届出があった日の属する月 

(3) 自宅外通学から自宅通学への区分変更を行うとき 変更事由発生日の前日の属

する月の翌月（変更事由発生日が平成31年度中の場合は令和２年４月） 

(4) 在籍状況の届出を受けて機構が実施する確認に基づき，区分が自宅外通学から

自宅通学へ更正されたとき 令和２年10月 

６ 令和２年４月１日において引き続き大学等に在学する者に係る省令第40条第１項

第２号に掲げる場合における給付奨学生の採用については，第30条の８（第１項第

１号及び第２号の規定を除く。），第30条の８の２，第30条の10（第２項を除く。）

及び前条の規定を準用する。この場合において，第30条の８第１項中「給付奨学金

の支給」とあるのは「省令第40条第１項第２号に掲げる場合に給付奨学金の支給」

と，「学長若しくは校長又は理事長」とあるのは「学長又は校長」と，「送信するも

のとする」とあるのは「送信するとともに，当該事由が発生した日から３月以内

（当該事由が発生した日が平成31年１月１日から令和２年３月31日までである場合

には，令和２年６月30日まで）に給付奨学金申請書を，理事長に対し，提出するも

のとする」と，同条第２項及び第３項中「第１号及び第３号」とあるのは「第３

号」と，第30条の10第１項中「第30条の９第１項の採用候補者がそれぞれ給付奨学

金の支給に係る学校等に前条による決定後の直近の入学日（特別の場合は機構が別

に定める期日）に入学し前条の進学届を提出したとき，又は第30条の８第１項第３

号」とあるのは「第30条の８第１項第３号」と，同条第３項中「前２項」とあるの

は「第１項」と，「第30条の９の規定により採用候補者となった者」とあるのは

「給付奨学金の支給を受けようとする者」と読み替えるものとする 

（延滞金の取扱いに関する経過措置） 

７ 施行日前の貸与契約により奨学金を返還している者の延滞金の取扱いについて

は，第19条第２項及び第21条の規定にかかわらず，次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 平成17年４月１日前の貸与契約による第一種奨学金に係る延滞金の額は，延滞

金賦課日ごとに，その６月について延滞金賦課日が令和２年３月31日までに該当
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するときは2.5パーセント，令和２年４月１日以降に該当するときは1.5パーセン

トの割合を乗じて計算した額の合計額とする。ただし，平成10年３月以降貸与が

終了した第一種奨学金及び口座振替の方法による返還の手続を行った第一種奨学

金に係る延滞金の額は，機構が定めるところによるものとする。 

(2) 平成17年４月１日以降の貸与契約による第一種奨学金及び第二種奨学金に係る

延滞金の額は，その延滞している割賦金（第二種奨学金については利息を除く。）

の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて，令和２年３月31日ま

では年（365日当たり）５パーセント，令和２年４月１日以降は年（365日当た

り）３パーセントの割合を乗じて計算した額の合計額とする。ただし，平成10年

３月以降貸与が終了した奨学金及び口座振替の方法による返還の手続を行った奨

学金に係る延滞金の額は，機構が定めるところによるものとする。 

(3) 令第５条第５項による機構の請求があったにもかかわらず，要返還者等が機構

の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは，その延滞してい

る返還未済額（利息を除く。）の全部につき延滞金を徴するものとする。この場合

においては，前２号中「割賦金」とあるのは「返還未済額の全部」と読み替える

ものとする。 

附 則（令和２年９月10日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書附則第６条第１項の規定は，令和２年５月19日から，同条第２項から第４項までの

規定は，令和２年７月１日から，同条第５項の規定は，令和２年６月１日から適用す

る。 

附 則（令和２年11月25日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書第30条の18第２項及び附則第６条第２項の規定は，令和２年10月１日から適用す

る。 

附 則（令和３年１月21日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の附則第６

条第５項から第７項までの規定は令和２年12月11日から，附則第７条の規定は令和２

年６月19日から適用する。 

附 則（令和３年４月９日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の第30条の

11及び第35条の規定は，令和３年４月１日から適用する。 

  附 則（令和３年７月５日文部科学大臣変更認可） 

（施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方

法書附則第６条第２項及び第４項の規定は，令和３年４月１日から，同条第８項の

規定は，令和３年６月から８月までに第二種奨学生として採用される者に適用す

る。 
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（経過措置） 

２ 変更前の業務方法書附則第６条第２項に規定する緊急特別無利子貸与型奨学金に

係る同項の適用については，なお従前の例による。 

附 則（令和４年２月18日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，次項に規定する

緊急給付金の支給については，令和３年12月20日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年度において，機構は法第13条第１項第１号及び第２号の業務として，新

型コロナウイルス感染症拡大による影響で，経済的理由により修学が困難となった

者に対して，緊急給付金の支給を行うものとする。 

３ 第14条第１号から第５号までの規定にかかわらず，貸与を受けている第一種奨学

金について令第８条第１項の認定を受けようとする者（附則第６条第６項の適用を

受けた者を含む。）が，新型コロナウイルス感染症の影響により当該奨学金の貸与期

間終了までの間に省令第36条に定める業績を挙げることが困難となったときは，機

構は，当該奨学生の申請に基づき，令和５年３月を限度として１年の範囲内で当該

奨学金の貸与の終期を延長することができる。ただし，その間の当該奨学金の交付

は休止するものとする。 

附 則（令和４年５月13日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，次項及び第３項

に係る貸与奨学金の採用については，令和４年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 機構は，令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に採用した第二種奨学

生（新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト収入の減少等のため修学の

継続に困難があると認められた者に限る。）に貸与する貸与奨学金（以下次項及び第

４項において「緊急特別無利子貸与型奨学金」という。）に賦課される利息について

は，当該第二種奨学生から徴収しないものとし，緊急特別無利子貸与型奨学金に要

する資金に充てるために借入れた財政融資資金からの借入金又は発行した日本学生

支援債券に係る利息については国費により補填するものとする。 

３ 第一種奨学金に併せて緊急特別無利子貸与型奨学金の貸与を受けようとする者に

係る選考のうち，当該第一種奨学金に係る部分は省令第21条第２項各号に掲げる基

準及び方法により行い，当該緊急特別無利子貸与型奨学金に係る部分は同令第22条

第２項各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 

４ 緊急特別無利子貸与型奨学金の貸与の終期は，令和５年３月とする。 

附 則（令和５年３月30日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の業務方法

書の規定は，令和５年４月１日から適用する。 
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附 則（令和５年９月４日文部科学大臣変更認可） 

 （施行日等） 

１ この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行する。ただし，次の

各号に掲げる規定は，当該各号に定める日又は時から適用する。 

(1) 第４条第２項，第３項，第４項，第９条第５項，第30条の３第２項，第30条の

６第２項，第30条の10第１項及び第30条の12第１項の規定 令和４年８月31日 

(2) 第８条第３項，第５項，第11条第１項第３号及び第30条の19の規定並びに別記

第４第１項第２号ウ，第５第１項第２号オ，第６第１項第２号ウ，第10第１項第

２号ウ，第11第１項第２号エ及び第12第１項第２号ウの規定 令和５年４月１日 

(3) 第26条第２項の規定 令和５年４月１日以降の貸与奨学生に係る採用の時 

(4) 第４条第６項，第７項，第９条第３項，第30条の５の規定並びに別記第１第１

項第２号イ，第２項第２号オ，第３第２号ウ，第４第１項第２号イ，第２項第２

号カ，第６第１項第２号イ，第２項第２号カ，第10第１項第２号ア，イ，第２項

第２号オ，第12第１項第２号ア，イ，第２項第２号オ，第14の規定並びに別表第

１，第１の２及び第２の規定 令和６年度以降に採用される者に係る選考の時 

 （経過措置） 

２ 第14条第１号から第５号までの規定にかかわらず，貸与を受けている第一種奨学

金について令第８条第１項の認定を受けようとする者（ただし，附則第６条第６項

の適用を受けた者は除く。）が，新型コロナウイルス感染症の影響により当該奨学金

の貸与期間終了までの間に省令第36条に定める業績を挙げることが困難となったと

きは，機構は，当該奨学生の申請に基づき，令和６年３月を限度として１年の範囲

内で当該奨学金の貸与の終期を延長することができる。ただし，その間の当該奨学

金の交付は休止するものとする。 

３ 令和５年度までに採用される者の選考に係る変更前の業務方法書別表第３及び第

４の規定の適用については，なお従前の例による。 

附 則（令和５年12月８日文部科学大臣変更認可） 

この業務方法書は，文部科学大臣の認可のあった日から施行し，変更後の第14条の

規定は，令和５年11月24日から，第31条の規定は，令和６年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月22日文部科学大臣変更認可） 

（施行期日） 

１ この業務方法書は，令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前から変更前の業務方法書第34条第３号に規定する海外留学支援制度によ

り既に支援を受けている者の給付内容については，なお従前の例による。 
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別記 

第１ 省令第21条第１項第１号及び第５号の高等専門学校に係る推薦基準 

１ 省令第21条第１項第１号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

    次のいずれかに該当すること。 

ア 中学校の第１学年から第２学年までの学習成績の評定を，履修科目について

平均した値が3.5以上であって，特に優れた知的素質を有し，高等専門学校へ

進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

イ 経済的理由により特に修学に困難がある者（次のいずれかに該当する者をい

う。以下次項，第３，第４，第６，第10及び第12において同じ。）であって，

特定の分野において特に優れた資質能力を有し，又は高等専門学校における学

修に意欲があり，高等専門学校へ進学後に特に優れた学習成績を修める見込み

があること。 

(ア) 生計維持者の貸与額算定基準額が０円である者 

(イ) 生計維持者が生活保護法第11条第１項各号に掲げるいずれかの扶助を受け

ている者 

(ウ) 社会的養護を必要とする者（令第８条の２第２項に規定する「満18歳とな

る日の前日において児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４に規定する里親に委託されていた者若しくは

同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に

入所していた者その他これらに類するものとして文部科学省令で定める者」

（この者については,第30条の５第３号中「第30条の８に規定する給付奨学

金」とあるのを，「第11条に規定する貸与奨学金」と読み替えたものとする。）

をいう。） 

２ 省令第21条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 高等専門学校の第１学年に在学する者について 

中学校における最終学年の学習成績の評定を全履修科目について平均した値

が3.5以上であること又は高等専門学校における学習成績の結果が判明している

者については，その学習成績が本人の属する学科の平均水準以上であること。 

ただし，中学校における学習成績が3.5未満又は高等専門学校における学習成

績が平均水準に達しない場合であっても，別に定めるところによりこの条件を

満たすものとみなすことができる。 

イ 高等専門学校の第２学年以上に在学する者について 
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高等学校における最終２か年の学習成績の評定を全教科について平均した値

が3.5以上であること，認定試験合格者であること又は高等専門学校における学

習成績が本人の属する学科において平均水準以上であること。 

ただし，高等学校における学習成績が3.5未満又は高等専門学校における学習

成績が平均水準に達しない場合であっても，別に定めるところによりこの条件

を満たすものとみなすことができる。 

  ウ 高等専門学校専攻科に在学する者について 

    専攻科の第１学年に在学する者にあっては，当該出身学校の学習成績及び専

攻科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学科において平均水準以

上であること。専攻科の第２学年以上に在学する者にあっては，専攻科におけ

る前学年の学習成績が，本人の属する学科において平均水準以上であること。 

    ただし，本人の属する学科の平均水準に達しない場合であっても，別に定め

るところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

エ  緊急採用の必要な者について 

アからウまでの規定にかかわらず，高等専門学校における学修に意欲があり，

学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

オ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アからウまでの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能力

を有し，又は高等専門学校における学修に意欲があり，特に優れた学習成績を

修める見込みがあること。 

 

第２ 省令第22条第１項第１号及び第６号の高等専門学校に係る推薦基準 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく，将来良識あ

る社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 高等専門学校における学習成績（編入学した者（認定試験合格者を除く。）に

あっては高等学校の学習成績及び編入学試験等を総合判定したもの，専攻科にあ

っては，当該出身学校の学習成績及び専攻科の入学試験の成績等を総合判定した

もの）が本人の属する学科において平均水準以上と認められること。 

イ 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

ウ 高等専門学校における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあ

ると認められること。 

エ 認定試験合格者においては，上記ア，イ又はウに準ずると認められること。 

  

第３ 省令第23条第１項第５号の高等専門学校に係る推薦基準 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく，将来良識あ
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る社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

ア 高等学校における最終２か年の学習成績の評定を全教科について平均した値が

3.5以上であること，認定試験合格者であること又は高等専門学校における学習

成績（専攻科の第１学年に在学する者にあっては，当該出身学校の学習成績及び

専攻科入学試験の成績等を総合判定したもの。専攻科の第２学年以上に在学する

者にあっては，専攻科における前学年の学習成績。）が本人の属する学科におい

て平均水準以上と認められること。 

ただし，高等専門学校における学習成績（専攻科にあっては，当該出身学校の

学習成績及び専攻科入学試験の成績等を総合判定したもの）が平均水準に達しな

い場合であっても，別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすこと

ができる。 

イ 緊急採用の必要な者について 

アにかかわらず，高等専門学校における学修に意欲があり，学業を確実に修了

できる見込みがあると認められること。 

ウ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能力を有し，又は

高等専門学校における学修に意欲があり，特に優れた学習成績を修める見込みが

あること。 

 

第４ 省令第21条第１項第２号及び第５号の大学に係る推薦基準 

１ 省令第21条第１項第２号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校，専修学校の高等課程又は高等専門学校の第１学年から申込時まで

（高等専門学校においては第４学年及び第５学年を含まない。）の学習成績の

評定を全履修科目について平均した値が3.5以上であって，大学へ進学後も特

に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

イ 経済的理由により特に修学に困難がある者であって，将来，社会で自立し，

及び活躍する目標をもって，入学しようとする大学等における学修意欲を有す

ることが文書，面談等により確認できること。 

ウ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者（当該５年を経過した日の属

する年度以降も試験規則第６条の規定に基づき，高等学校卒業程度認定試験
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（知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものを含む。）を毎年度

受験している場合は同等とみなす。以下別記第５，第６及び第10から第12にお

いて同じ。）であって，大学へ進学後も特に優れた学習成績を修める見込みが

あること。 

２ 省令第21条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 大学の１年次に在学する者について 

高等学校又は専修学校の高等課程の最終２か年の学習成績の評定を全履修科

目について平均した値が3.5以上（通信による教育を受ける者のうち大学設置基

準第25条第１項の方法による面接授業を受講し，必要とする単位を修得するも

の（以下「スクーリング」という。）については3.2以上）であるか又は認定試

験合格者であること，かつ，大学における学習成績の結果が判明している者に

ついては，その学習成績が本人の属する学部（科）の上位３分の１以内である

こと。 

ただし，高等学校又は専修学校の高等課程の学習成績が3.5未満又は大学にお

ける学習成績が本人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であっ

ても別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

イ 大学の２年次以上に在学する者について 

高等専門学校，大学又は専修学校の専門課程における学習成績が本人の属す

る学部（科）の上位３分の１以内（スクーリングにおいては平均水準以上）で

あること。 

ただし，高等専門学校，大学又は専修学校の専門課程における学習成績が本

人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であっても，別に定める

ところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

ウ 大学専攻科に在学する者について 

専攻科の第１学年に在学する者にあっては，当該出身学校の学習成績及び専

攻科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学部（科）の上位３分の

１以内であること。専攻科の第２学年以上に在学する者にあっては，専攻科に

おける前学年の学習成績が，本人の属する学部（科）の上位３分の１以内であ

ること。 

ただし，本人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であっても，

別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

エ 大学別科に在学する者について 

（ア） 別科の第１学年に在学する者について 

最終学歴が高等学校若しくは専修学校の高等課程である者にあっては当

該学校の最終２か年の学習成績の評定を全履修科目について平均した値が

3.5以上であること又は認定試験合格者であること，かつ，別科における学



 65 

習成績の結果が判明している者にあっては，その学習成績が本人の属する

別科の上位３分の１以内であること。その他の者にあっては，最終学歴の

学校における学習成績及び別科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の

属する別科の上位３分の１以内であること。 

  ただし，高等学校又は専修学校の高等課程の学習成績が3.5未満又は別科

における学習成績が本人の属する別科の上位３分の１に達しない場合であ

っても，別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことがで

きる。 

（イ） 別科の第２学年に在学する者について 

別科における前学年の学習成績が，本人の属する別科の上位３分の１以

内であること。 

ただし，本人の属する別科の上位３分の１に達しない場合であっても，別

に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

オ 緊急採用の必要な者について 

アからエまでの規定にかかわらず，大学における学修に意欲があり，学業を

確実に修了できる見込みがあると認められること。 

カ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アからエまでの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能力

を有し，又は大学における学修に意欲があり，特に優れた学習成績を修める見

込みがあること。 

 

第５ 省令第22条第１項第２号，第３号，第６号及び第７号の大学に係る推薦基準 

１ 省令第22条第１項第２号及び第３号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校又は専修学校の高等課程における第１学年から申込時までの学習成

績が当該出身学校において平均水準以上と認められること。 

イ 高等専門学校,大学又は専修学校の専門課程における第１学年から申込時ま

での学習成績が当該出身学校において平均水準以上と認められること。（省令

第22条第１項第２号の場合を除く。） 

ウ 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

エ 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあると認

められること。 

オ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者であって，上記ア，ウ又はエ
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に準ずると認められること。 

２ 省令第22条第１項第６号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 大学の１年次に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

（ア） 高等学校又は専修学校の高等課程における最終２か年の学習成績が，当

該出身学校において平均水準以上と認められること。 

（イ） 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

（ウ) 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがある

と認められること。 

（エ） 認定試験合格者においては，上記（ア），（イ）又は(ウ)に準ずると認

められること。 

イ 大学の２年次以上に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

（ア） 高等専門学校，大学又は専修学校の専門課程における学習成績が本人の

属する学部（科）の平均水準以上と認められること。 

（イ） 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

（ウ） 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがある

と認められること。 

ウ 大学専攻科に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

 (ア) 専攻科の第１学年に在学する者にあっては，当該出身学校の学習成績及

び専攻科入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学部（科）におい

て平均水準以上と認められること。専攻科の第２学年に在学する者にあっ

ては，前学年の学習成績が，本人の属する学部（科）において平均水準以

上と認められること。 

 (イ) 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

 (ウ) 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがある

と認められること。 

エ 別科の第１学年に在学する者について 

     次のいずれかに該当すること。 

   (ア) 最終学歴が高等学校又は専修学校の高等課程であるものにあっては当該

学校における最終２ヵ年の学習成績が平均水準以上であると認められるこ

と，その他の者にあっては最終学歴の学校における学習成績及び別科入学

試験の成績等を総合判定し，本人の属する別科において平均水準以上と認

められること。 

   (イ) 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 
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   (ウ) 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがある

と認められること。 

   (エ) 認定試験合格者においては，上記（ア），（イ）又は(ウ)に準ずると認

められること。 

オ 別科の第２学年に在学する者について 

     次のいずれかに該当すること。 

   (ア) 別科における前学年の学習成績が，本人の属する別科において平均水準

以上と認められること。 

   (イ) 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

   (ウ) 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがある

と認められること。 

３ 省令第22条第１項第７号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

イ 大学における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあると認

められること。 

 

第６ 省令第23条第１項第２号及び第５号の大学に係る推薦基準 

１ 省令第23条第１項第２号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて，態度・行動が学生にふさわしく，将来良

識ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

     次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校，専修学校の高等課程又は高等専門学校の第１学年から申込時まで

（高等専門学校においては第４学年及び第５学年を含まない。）の学習成績の

評定を全履修科目について平均した値が3.5以上であって，大学へ進学後も特に

優れた学習成績を修める見込みがあること。 

イ 経済的理由により特に修学に困難がある者であって，将来，社会で自立し，

及び活躍する目標をもって，入学しようとする大学等における学修意欲を有す

ることが文書，面談等により確認できること。 

ウ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者であって，大学へ進学後も特

に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

２ 省令第23条第１項第５号の場合 
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(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 大学の１年次に在学する者について 

高等学校又は専修学校の高等課程の最終２か年の学習成績の評定を全履修科

目について平均した値が3.5以上（スクーリングにおいては3.2以上）であるか

又は認定試験合格者であって，かつ，大学における学習成績の結果が判明して

いる者については，その学習成績が本人の属する学部（科）の上位３分の１以

内であること。 

ただし，高等学校又は専修学校の高等課程の学習成績が3.5未満又は大学に

おける学習成績が本人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であ

っても別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

イ 大学の２年次以上に在学する者について 

高等専門学校，大学又は専修学校の専門課程における学習成績が本人の属す

る学部（科）の上位３分の１以内（スクーリングにおいては平均水準以上）で

あること。 

ただし，高等専門学校，大学又は専修学校の専門課程における学習成績が本

人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であっても，別に定める

ところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

ウ 大学専攻科に在学する者について 

専攻科の第１学年に在学する者にあっては，当該出身校の学習成績及び専攻

科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学部（科）の上位３分の１

以内であること。専攻科の第２学年以上に在学する者にあっては専攻科におけ

る前学年の学習成績が，本人の属する学部（科）の上位３分の１以内であるこ

と。 

ただし，本人の属する学部（科）の上位３分の１に達しない場合であっても

別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

エ 大学別科に在学する者について 

（ア） 別科の第１学年に在学する者について 

最終学歴が高等学校若しくは専修学校の高等課程である者にあっては

当該学校の最終２か年の学習成績の評定を全履修科目について平均した値

が3.5以上であること又は認定試験合格者であること，かつ，別科におけ

る学習成績の結果が判明している者にあっては，その学習成績が本人の属

する別科の上位３分の１以内であること。その他の者にあっては，最終学

歴の学校における学習成績及び別科の入学試験の成績等を総合判定し，本

人の属する別科の上位３分の１以内であること。 

  ただし，高等学校又は専修学校の高等課程の学習成績が3.5未満又は別

科における学習成績が本人の属する別科の上位３分の１に達しない場合で

あっても，別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことが
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できる。 

（イ） 別科の第２学年に在学する者について 

別科における前学年の学習成績が，本人の属する別科の上位３分の１

以内であること。 

ただし，本人の属する別科の上位３分の１に達しない場合であっても，

別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

オ 緊急採用の必要な者について 

アからエまでの規定にかかわらず，大学における学修に意欲があり，学業

を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

  カ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アからエまでの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能

力を有し，又は大学における学修に意欲があり，特に優れた学習成績を修め

る見込みがあること。 

 

第７ 省令第21条第１項第３号から第６号までの大学院に係る推薦基準 

１ 省令第21条第１項第３号の場合 

(1) 人物について 

学生生活における行動の全般を通じて，意志が固く，責任感が強く，中正妥当

な性格で，特に研究心が旺盛なこと。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程（博士課程のうち，修士課程として取り扱われる課程及び修士課程

に相当すると認められるものを含む。以下同じ。）及び専門職大学院の課程に

入学したとき第一種奨学金の貸与を受けようとする者について 

大学，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試

験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性を要する職業等に

必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

イ 博士課程に入学したとき第一種奨学金の貸与を受けようとする者について 

大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，将

来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務

に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められ

ること。 

２ 省令第21条第１項第４号及び第６号の場合 

(1) 人物について 

大学院学位取得型における支給要件を満たしている者であること。 

(2) 学力及び素質について 

 (1)と同じ。 

３ 省令第21条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 
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(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について 

大学，大学院，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院

の入学試験等の成績により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

イ 博士課程に在学する者について 

大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，当

該学習成績が特に優れ，将来，研究者として自立して研究活動を行い，又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動す

ることができると認められること。 

ウ 緊急採用の必要な者について 

ア・イにかかわらず，大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了

できる見込みがあると認められること。 

 

第８ 省令第22条第１項第４号から第７号までの大学院に係る推薦基準 

１ 省令第22条第１項第４号の場合 

(1) 人物について 

学生生活における行動の全般を通じて，意志が固く，責任感が強く，中正妥当

な性格で，特に研究心が旺盛なこと。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に入学したとき第二種奨学金の貸与を受け

ようとする者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 大学，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入

学試験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められるこ

と。 

(イ) 大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあ

ると認められること。 

イ 博士課程に入学したとき第二種奨学金の貸与を受けようとする者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，

将来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的

な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができる

と認められること。 

(イ) 博士課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みが

あると認められること。 

２ 省令第22条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 



 71 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に入学したとき第二種奨学金の貸与を受け

ようとする者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 大学，高等専門学校，専修学校の専門課程又は外国の大学の学習成績及

び大学院の入学試験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると

認められること。 

(イ) 大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあ

ると認められること。 

イ 博士課程に入学したとき第二種奨学金の貸与を受けようとする者について 

次のいずれかに該当すること。 

  (ア) 大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，

将来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的

な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができる

と認められること。 

  (イ) 博士課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みが

あると認められること。 

３ 省令第22条第１項第６号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

 (ア) 大学，大学院，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大

学院の入学試験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性

を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認め

られること。 

 (イ) 大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあ

ると認められること。 

イ 博士課程に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，

将来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的

な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができる

と認められること。 

(イ) 博士課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みが

あると認められること。 
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４ 省令第22条第１項第７号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

（ア） 大学院の入学試験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認

められること。 

（イ） 大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みがあ

ると認められること。 

イ 博士課程に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

（ア） 博士課程の入学試験の成績等により判定し，将来，研究者として自立し

て研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な

高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。 

（イ） 博士課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見込みが

あると認められること。 

 

第９ 省令第23条第１項第３号から第６号までの大学院に係る推薦基準 

１ 省令第23条第１項第３号の場合 

(1) 人物について 

学生生活における行動の全般を通じて，意志が固く，責任感が強く，中正妥当

な性格で，特に研究心が旺盛なこと。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に入学したとき第一種奨学金に併せて第二 

種奨学金の貸与を受けようとするする者について 

大学，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院の入学試

験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性を要する職業等に

必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

イ 博士課程に入学したとき第一種奨学金に併せて第二種奨学金の貸与を受けよ

うとするする者について 

大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，将

来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務

に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められ

ること。 

２ 省令第23条第１項第４号及び第６号の場合 

(1) 人物について 

大学院学位取得型における支給要件を満たしている者であること。 
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(2) 学力及び素質について 

  (1)と同じ。 

３ 省令第23条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 修士課程及び専門職大学院の課程に在学する者について 

大学，大学院，高等専門学校又は専修学校の専門課程の学習成績及び大学院

の入学試験の成績等により判定し，将来，研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

イ 博士課程に在学する者について 

大学・大学院の学習成績及び博士課程の入学試験の成績等により判定し，将

来，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務

に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められ

ること。 

ウ 緊急採用の必要な者について 

ア・イにかかわらず，大学院における学修に意欲があり，学業を確実に修了

できる見込みがあると認められること。 

 

第10 省令第21条第１項第２号及び第５号の専修学校に係る推薦基準 

１ 省令第21条第１項第２号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が生徒にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校又は専修学校の高等課程第１学年から申込時までの学習成績の評定

を全履修科目について平均した値が3.5以上であって，専修学校の専門課程へ

進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

イ 経済的理由により特に修学に困難がある者であって，将来，社会で自立し，

及び活躍する目標をもって，入学しようとする専修学校の専門課程における学

修意欲を有することが文書，面談等により確認できること。 

ウ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者であって，専修学校の専門課

程へ進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

２ 省令第21条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 
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(2) 学力及び素質について 

ア 専門課程の１年次に在学する者について 

高等学校又は専修学校の高等課程の最終２か年の学習成績の評定を全履修科

目について平均した値が3.2以上であること又は認定試験合格者であること。 

ただし，高等学校又は専修学校の高等課程における学習成績が3.2未満であ

っても，別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

イ 専門課程の２年次以上に在学する者について 

専修学校の専門課程における学習成績が本人の属する学科の上位３分の１以

内（通信による教育を受ける者のうち専修学校設置基準第29条の対面授業を受

講し，必要とする単位を修得するもの（以下「専修学校スクーリング」とい

う。）においては平均水準以上）であること。 

ただし，専修学校の専門課程における学習成績が本人の属する学科の上位３

分の１に達しない場合であっても，別に定めるところによりこの条件を満たす

ものとみなすことができる。 

ウ 専修学校の専門課程の上級学科に在学する者について 

上級学科の第１学年に在学する者にあっては，専修学校の専門課程の学習成

績及び上級学科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学科の上位３

分の１以内であること。上級学科の第２学年に在学する者にあっては，上級学

科における前学年の学習成績が，本人の属する学科の上位３分の１以内である

こと。 

ただし，本人の属する学科の上位３分の１に達しない場合であっても，別に

定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

エ 緊急採用の必要な者について 

アからウまでの規定にかかわらず，専修学校における勉学又は学修に意欲が

あり，学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

オ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アからウまでの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能力

を有し，又は専修学校の専門課程における学修に意欲があり，特に優れた学習

成績を修める見込みがあること。 

 

第11 省令第22条第１項第２号及び第６号の専修学校に係る推薦基準 

１ 省令第22条第１項第２号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が生徒にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校又は専修学校の高等課程における最終２か年の学習成績が，当該出

身学校におけるその者の属した学年の平均水準以上と認められること。 
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イ 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

ウ 専修学校の専門課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了できる見

込みがあると認められること。 

エ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者であって，上記ア・イ又はウ

に準ずると認められること。 

２ 省令第22条第１項第６号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 専門課程の１年次に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 高等学校又は専修学校の高等課程における最終２か年の学習成績が，当

該出身学校におけるその者の属した学年の平均水準以上と認められること。 

(イ) 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

(ウ) 専修学校の専門課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了でき

る見込みがあると認められること。 

(エ) 認定試験合格者であって，上記(ア)，(イ)又は(ウ)に準ずると認められ

ること。 

イ 専門課程の２年次以上に在学する者について 

次のいずれかに該当すること。 

(ア) 専修学校の専門課程における学習成績が本人の属する学科の平均水準以

上と認められること。 

(イ) 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められること。 

(ウ) 専修学校の専門課程における学修に意欲があり，学業を確実に修了でき

る見込みがあると認められること。 

ウ 専修学校の専門課程の上級学科に在学する者について 

上級学科の第１学年に在学する者にあっては，専修学校の専門課程の学習成

績及び上級学科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学科の平均水

準以上と認められること，特定の分野において特に優れた資質能力を有すると

認められること又は専修学校の専門課程における学修に意欲があり，学業を確

実に修了できる見込みがあると認められること。上級学科の第２学年に在学す

る者にあっては上級学科における前学年の学習成績が本人の属する学科の平均

水準以上と認められること，特定の分野において特に優れた資質能力を有する

と認められること又は専修学校の専門課程における学修に意欲があり，学業を

確実に修了できる見込みがあると認められること。 

 

第12 省令第23条第１項第２号及び第５号の専修学校に係る推薦基準 
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１ 省令第23条第１項第２号の場合 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が生徒にふさわしく，将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

(2) 学力及び素質について 

  次のいずれかに該当すること。 

ア 高等学校又は専修学校の高等課程の第１学年から申込時までの学習成績の評

定を全履修科目について平均した値が3.5以上であって，専修学校の専門課程

へ進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

イ 経済的理由により特に修学に困難がある者であって，将来，社会で自立し，

及び活躍する目標をもって，入学しようとする専修学校の専門課程における学

修意欲を有することが文書，面談等により確認できること。 

ウ 認定試験合格者等においては，試験規則第３条の規定により高等学校卒業程

度認定試験を受けることができる者となった年度の初日から認定試験合格者等

となった日までの期間が５年を経過していない者であって，専修学校の専門課

程へ進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 

２ 省令第23条第１項第５号の場合 

(1) 人物について 

１の(1)と同じ。 

(2) 学力及び素質について 

ア 専門課程の１年次に在学する者について 

高等学校又は専修学校の高等課程の最終２か年の学習成績の評定を全履修科

目について平均した値が3.2以上であること又は認定試験合格者であること。 

ただし，高等学校若しくは専修学校の高等課程における学習成績が3.2未満

であっても，別に定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことがで

きる。 

イ 専門課程の２年次以上に在学する者について 

専修学校の専門課程における学習成績が本人の属する学科の上位３分の１以

内（専修学校スクーリングにおいては平均水準以上）であること。 

ただし，専修学校の専門課程における学習成績が本人の属する学科の上位３

分の１に達しない場合であっても，別に定めるところによりこの条件を満たす

ものとみなすことができる。 

ウ 専修学校の専門課程の上級学科に在学する者について 

上級学科の第１学年に在学する者にあっては，専修学校の専門課程の学習成

績及び上級学科の入学試験の成績等を総合判定し，本人の属する学科の上位３

分の１以内であること。上級学科の第２学年に在学する者にあっては，上級学

科における前学年の学習成績が本人の属する学科の３分の１以内であること。 

ただし，本人の属する学科の上位３分の１に達しない場合であっても，別に

定めるところによりこの条件を満たすものとみなすことができる。 
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エ 緊急採用の必要な者について 

アからウまでの規定にかかわらず，専修学校における学修に意欲があり，学

業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

オ 経済的理由により特に修学に困難がある者について 

アからウまでの規定にかかわらず，特定の分野において特に優れた資質能力

を有し，又は専修学校の専門課程における学修に意欲があり，特に優れた学習

成績を修める見込みがあること。 

 

第13 認定試験科目合格者の選考基準 

 この基準は，試験規則第８条第２項に定める認定試験科目合格者の申込みの場合に

適用する。 

 認定試験科目合格者であって，６以上の合格科目（試験規則第５条又は旧規程第５

条により受験を免除された科目を含む。以下同じ。）を有するもの。ただし，受験資

格が試験規則附則第４条の表の第１項上欄に掲げる各号のいずれかに該当するもの

（旧規程附則第４項の表の１項上欄に掲げる各号のいずれかに該当するものを含む。）

については２以上，同条の表第２項上欄に掲げる各号のいずれかに該当するもの（旧

規程附則第４項の表の２項上欄に掲げる各号のいずれかに該当するものを含む。）に

ついては３以上の合格科目を有するもの。 

 

第14 別記第１から第12までに基づき推薦された者に係る選考基準 

１ 別記第１に基づき推薦された者に係る選考基準 

(1) 省令第21条第１項第１号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

(2) 省令第21条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

  推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

２ 別記第２に基づき推薦された者に係る選考基準 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 
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イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

３ 別記第３に基づき推薦された者に係る選考基準 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

４ 別記第４に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第21条第１項第２号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

(2) 省令第21条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

５ 別記第５に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第22条第１項第２号及び第３号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

(2) 省令第22条第１項第６号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 



 79 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

(1)のウと同じ。 

(3) 省令第22条第１項第７号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

(1)のウと同じ。 

６ 別記第６に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第23条第１項第２号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

貸与額算定基準額が別表第１(Ａ)の収入基準額以下であること。 

(2) 省令第23条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

７ 別記第７に基づき推薦された者に係る選考基準 

(1) 省令第21条第１項第３号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

省令第21条第２項第３号の収入の年額が，別表第１(Ｂ)の収入基準額（収入

基準額超過の許容範囲を含む。）以下であること。 

(2) 省令第21条第１項第４号及び第６号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 
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推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

(3) 省令第21条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

８ 別記第８に基づき推薦された者に係る選考基準 

(1) 省令第22条第１項第４号及び第６号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

省令第22条第２項第３号の収入の年額が，別表第１(Ｂ)の収入基準額以下で

あること。 

(2) 省令第22条第１項第５号の場合 

ア 人物について  

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

省令第22条第２項第３号の収入の年額が，別表第１(Ｂ)の収入基準額以下で

あること。 

(3) 省令第22条第１項第７号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

(1)のウと同じ。 

９ 別記第９に基づき推薦された者に係る選考基準 

(1) 省令第23条第１項第３号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 



 81 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

省令第23条第２項第３号の収入の年額が，別表第１(Ｂ)の収入基準額以下で

あること。 

(2) 省令第23条第１項第４号及び第６号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

(3) 省令第23条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

10 別記第10に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第21条第１項第２号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

省令第21条第２項第２号の収入の年額が，別表第１(Ａ)の収入基準額以下で

あること又は経済的理由により極めて修学に困難がある者であること。 

(2) 省令第21条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 

11 別記第11に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第22条第１項第２号の場合 

ア 人物について 
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推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

省令第22条第２項第２号の収入の年額が，別表第１(Ａ)の収入基準額以下で

あること。 

(2) 省令第22条第１項第６号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の困難について 

(1)のウと同じ。 

12 別記第12に基づき推薦された者又は認定試験合格者等に係る選考基準 

(1) 省令第23条第１項第２号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

省令第23条第２項第２号の収入の年額が，別表第１(Ａ)の収入基準額以下で

あること。 

(2) 省令第23条第１項第５号の場合 

ア 人物について 

推薦基準と同じ。 

イ 学力及び素質について 

推薦基準と同じ。 

ウ 経済的理由による修学上の著しい困難について 

(1)のウと同じ。 
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別表第１ 

  (Ａ) 

項 区分 収入基準額（備考１関係） 

省令第 21条第２項第

２号 

 

 

189,400円 

省令第 22条第２項第

２号 

 

 

 

 

月額第二種奨学金の

みの場合 

381,500円 

令第２条第３項によ

り入学又は留学した

月の月額に加算する

場合 

75,000円 

省令第 23条第２項第

２号 

 

 

 

 

 

一時金額第二種奨学

金併用の場合 

75,000円 

月額第二種奨学金併

用の場合 

164,600円 

 令第２条第３項に

より入学又は留学

した月の月額に加

算する場合 

75,000円 

 

(Ｂ) 

項 区分 収入基準額（備考２関係） 

省令第21条第２項第３号 

 修士課程及び専

門職大学院の課

程 

299万円 

博士課程 340万円 

省令第22条第２項第３号 

 月額第二種奨学

金のみの場合 

修士課程及び専門職

大学院の課程 

536万円 

博士課程 718万円 

令第２条第３項

により入学又は

留学した月の月

額に加算する場

合 

 120万円 

省令第23条第２項第３号 

 一時金額第二種

奨学金併用の場

合 

120万円 

月額第二種奨学

金併用の場合 

修士課程及び専門職

大学院の課程 

284万円 

博士課程 299万円 

 令 第 ２ 条 第

３ 項 に よ り

入 学 又 は 留

学 し た 月 の

月 額 に 加 算

する場合 

120万円 
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備考 

１ 省令第21条第２項第２号，第22条第２項第２号及び第23条第２項第２号の項にお

いて収入の年額とは，第４条第７項において定める貸与額算定基準額をいう。 

２ 省令第21条第２項第３号，第22条第２項第３号及び第23条第２項第３号の項にお

いて収入の年額とは，父母等からの給付金，奨学金，アルバイト又は定職による給

与所得等の収入等，大学院において貸与奨学金の貸与を受ける者（配偶者があると

きは，配偶者を含む。）の１年間の総収入金額（定職による収入のうち給与所得以

外の収入について必要経費があった場合には当該必要経費の額を控除した金額）

（配偶者については定職による収入のみとし，当該収入が給与所得の場合は収入金

額から別表第２に掲げる算式により算出した控除額を控除した額）をいう。 

３ 別記第14第７項第１号ウの収入基準額超過の許容範囲は，基準額に1.3を乗じた額

（１万円未満の端数があるときは，四捨五入する。）とする。 

４ 省令第22条第２項第２号及び第３号並びに第23条第２項第２号及び第３号の場合

（収入基準額（備考１関係）75,000円又は収入基準額（備考２関係）120万円の項に

限る。）においては，上記の収入基準額を超える者についても，別に定めるところ

によりこの条件を満たすものとみなすことができる。 

 

別表第１の２ 

項 区分 第４条第７項第３号に定める額 

省令第21条第２

項第２号，第22

条第２項第２

号，第23条第２

項第２号 

生計維持者の扶養す

る子が２人を超える

もの 

２人を超えるもの１人につき４万円 

生計維持者が父母の

うちいずれか一方の

みであるもの，又は

生計維持者が一名の

みであって地方税法

第292条第１項第11

号に定める寡婦又は

同条同項第12号に定

めるひとり親である

もの 

４万円 

貸与を受ける者が在

籍している学校が私

立であって，令第１

条第１項表中に定め

る「自宅外通学のと

き」に該当するもの 

２万２千円 
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別表第２ 

 給与所得の場合による控除額 

 

 

 

 

 

備考 

 控除額は，１万円未満の端数があるときは，四捨五入する。 

 

別表第３（第24条第１項，第24条の３第１項及び第30条の16関係） 

 返還期限の猶予及び減額返還における控除額 

特別の事情 控除額 

A 要返還者が傷病により６月以上の治

療を受けていること。 

当該治療にかかる医療費の自己負担額と

して支出した年間金額。ただし，96万円

を限度とする。 

B 扶養する者が傷病により２週間以上

の治療を受けており，その医療費の自

己負担額の一部又は全部を要返還者が

負担していること。 

当該負担額の年間金額。ただし，被扶養

者１人あたり96万円を限度とする。 

C 扶養する者がいること。 扶養する者１人あたり38万円とする。 

D 父母（Ｃ欄の適用を受ける者を除

く。）に対して経済的援助を行ってい

ること。 

当該援助額の年間金額。ただし，38万円

を限度とする。父と母が別居している場

合は76万円を限度とする。 

E ２親等以内の親族（Ｃ欄の適用を受

ける者並びに父母，配偶者及び子を除

き，兄弟姉妹は就学者に限る。）に対

して経済的援助を行っていること。 

当該援助額の年間金額。ただし，38万円

を限度とする。 

F 第24条の３第１項の減額返還の願い

出をすること。 
25万円 

 

備考 

１ Ｄ欄において，要返還者が経済的援助を行っている父母と同居している場合で，

年間収入金額 控除額 

400万円以下の場合 年間収入額×0.2＋214万円 

(ただし，収入金額が268万円未満の控除額は収入金額と同額である。) 

400万円を超え781万円以下の場合 年間収入額×0.3＋174万円 

781万円を超える場合 408万円 
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当該父又は母のいずれかの年間収入金額が150万円（給与所得者以外は年間所得金額

が100万円。以下同じ。）を超えているときは，控除額を０円とする。また，要返還

者が経済的援助を行っている父母と別居している場合で，父又は母のいずれかの年

間収入金額が230万円（給与所得者以外は年間所得金額が150万円。以下同じ。）を

超えているときは，控除額を０円とする。 

２ Ｅ欄において，要返還者が経済的援助を行っている当該の親族と同居している場

合で，当該親族の年間収入金額が150万円を超えているときは，控除額を０円とする。

また，要返還者が経済的援助を行っている当該の親族と別居している場合で，当該

親族の年間収入金額が230万円を超えているときは，控除額を０円とする。 

 

別表第４ 

精神又は身体の

障害の程度 

番号 精神又は身体の障害の状態 

第１級 １ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの 

２ 両眼の視力が0.02以下に減じたもの 

３ 片目の視力を失い，他方の目の視力が0.06以下に減じたもの 

４ そしゃくの機能を失ったもの 

５ 言語の機能を失ったもの 

６ 手の指を全部失ったもの 

７ 常に床について複雑な看護を必要とするもの 

８ 前各号に掲げるもののほか，精神又は身体の障害により労働能

力を喪失したもの 

第２級 １ 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 

２ 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに

接しなければ大声を解することができない程度以上のもの 

３ そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しく障

害を残すもの 

４ せき柱の機能に著しい障害を残すもの 

５ 片手を腕関節以上で失ったもの 

６ 片足を足関節以上で失ったもの 

７ 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの 

８ 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの 

９ 片手の5つの指又は親指及び人差指を併せて4つの指を失ったも

の 

10 足の指を全部失ったもの 

11 せき柱，胸かく，骨盤軟部組織の高度の障害，変形等の理由に

より労働能力が著しく阻害されたもの 

12 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの 

13 前各号に掲げるもののほか，精神又は身体の障害により労働能

力に高度の制限を有するもの 

備考 

１ 各号の障害は，症状が固定し，又は回復の見込みのないものに限る。 

２ 視力を測定する場合においては，屈折異常のものについてはきょう正視力によ

り，視表は，万国式試視力表による。 

 


